
常勤監査役

馬渕 晃
常勤監査役

堤 ひろみ
社外監査役

野坂 茂
社外監査役

岡田 恭子

取締役
取締役在任年数／所有株式数

役員紹介 （2020年6月24日現在）

監査役
監査役在任年数／所有株式数

代表取締役社長 CEO

中村 知美
代表取締役副社長

細谷 和男

取締役専務執行役員 CFO

岡田 稔明
取締役専務執行役員

大拔 哲雄

社外取締役

阿部 康行
社外取締役

矢後 夏之助

取締役会長

吉永 泰之

11年／63,715株

3年／13,472株

1年／2,600株

5年／44,300株

2年／19,077株

3年／7,699株

1年／800株

新任／18,956株

1年／13,840株

2年／12,641株

新任／0株

1年／200株 1年／200株

Yasuyuki Yoshinaga Tomomi Nakamura

取締役専務執行役員 CRMO

加藤 洋一
Yoichi Kato Tetsuo Onuki

Kazuo Hosoya

Toshiaki Okada

Yasuyuki Abe Natsunosuke Yago

Akira Mabuchi Hiromi Tsutsumi Shigeru Nosaka Kyoko Okada

社外取締役

土井 美和子
Miwako Doi
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執行役員

会長 吉永　泰之（Yasuyuki Yoshinaga）

社長 中村　知美（Tomomi Nakamura） CEO（最高経営責任者） 
航空宇宙カンパニー、品質

副社長 細谷　和男（Kazuo Hosoya） 製造本部長、中国プロジェクト準備室

専務執行役員 岡田　稔明（Toshiaki Okada） CFO（最高財務責任者） 
秘書室、財務管理部、人事部

専務執行役員 加藤　洋一（Yoichi Kato） CRMO（最高リスク管理責任者） 
リスクマネジメントグループ、渉外部、知的財産部

専務執行役員 水間　克之（Katsuyuki Mizuma） 海外第二営業本部長

専務執行役員 大拔　哲雄（Tetsuo Onuki） 調達本部長、商品企画本部

専務執行役員 大崎　篤（Atsushi Osaki） CQO（最高品質責任者）
品質保証本部長　兼　品質保証統括室長

専務執行役員 早田　文昭（Fumiaki Hayata） 海外第一営業本部長、SIA※1 会長　兼　CEO

常務執行役員 戸塚　正一郎（Shoichiro Tozuka） 航空宇宙カンパニー　プレジデント

常務執行役員 臺　卓治（Takuji Dai） CIO（最高情報責任者）
IT戦略本部長　兼　経営企画本部副本部長

常務執行役員 小林　達朗（Tatsuro Kobayashi） 人事部長

常務執行役員 荻野　英司（Eiji Ogino） 製造本部副本部長　兼　群馬製作所長

常務執行役員 庄司　仁也（Jinya Shoji） 海外第一営業本部副本部長　兼　SOA※2 EVP※3、SCI※4、NASI※5

常務執行役員 佐藤　洋一（Yoichi Sato） 国内営業本部長

執行役員 永江　靖志（Yasushi Nagae） ＩＲ部長　兼　総務部長、広報部

執行役員 清山　健史（Takeshi Seiyama） 部品用品本部長

執行役員 江里口　磨（Osamu Eriguchi） 第二技術本部長　兼　技術統括本部副本部長

執行役員 江森　朋晃（Tomoaki Emori） 経営企画本部長

執行役員 奥野　竜也（Tatsuya Okuno） 第一技術本部長　兼　技術統括本部副本部長

執行役員 乾　保（Tamotsu Inui） 原価企画管理本部長　兼　経営企画本部副本部長

執行役員 藤貫　哲郎（Tetsuo Fujinuki） CTO（最高技術責任者） 
技術統括本部長　兼　技術研究所長

執行役員 若井　洋（Hiroshi Wakai） 航空宇宙カンパニー　ヴァイスプレジデント　兼　技術開発センター長

執行役員 阿部　一博（Kazuhiro Abe） 商品企画本部長

執行役員 綿引　洋（Hiroshi Watahiki） 技術統括本部副本部長

執行役員 吉田　直司（Tadashi Yoshida） カスタマーサービス本部長

執行役員 福水　良太（Ryota Fukumizu） SIA※1 社長　兼　COO

※1 Subaru of Indiana Automotive, Inc.
※2 Subaru of America, Inc.
※3 Executive Vice President
※4 Subaru Canada, Inc.
※5 North American Subaru, Inc.

（ ：取締役と兼務）
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コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
　当社は、企業理念および経営理念に基づき、ありたい姿として「モノをつくる会社から笑顔をつくる会社」を目指し、持
続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることにより、すべてのステークホルダーの皆様から満足と信頼を得るべ
く、コーポレートガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つとして取り組んでいます。経営の意思決定・監督機能と業
務執行機能を明確にし、意思決定の迅速化を図り、効率的な経営を目指します。さらに、社外役員によるモニタリングお
よび助言を通じ、適切な経営の意思決定・監督と業務執行を確保するとともに、リスクマネジメント体制およびコンプライ
アンス体制の向上を図ります。また、経営の透明性を高めるために、適切かつ適時な開示を実施します。

コーポレートガバナンス体制
　当社は、企業統治体制として監査役会設置会社を選択し、取締役会および監査役会において、重要な業務執行の決定
や監督・監査を行っています。独立性の高い社外取締役および社外監査役の関与により経営のモニタリングの実効性を
高めること等を通じて、事業の健全性・効率性を高めることが可能な体制としています。現状の機関設計を前提とした実
質的なガバナンス体制の向上を図るため、任意の委員会として役員指名会議および役員報酬会議を設置しています。
　業務執行体制については、取締役会の事前審議機関として経営会議を設置し、全社的経営戦略および重要な業務執
行の審議を行っています。また、執行役員制度を採用し、事業部門の意思決定機関として執行会議を設置することに加
え、航空宇宙事業部門をカンパニー制とすることにより、責任の明確化と迅速化を図っています。

ガバナンス強化のための取り組み推移

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

経営の
透明性向上

監督機能の
強化

客観性・透明性
ある手続き

中長期価値
向上に向けた
取り組み

取締役会の
適切な機能

  1999  執行役員制度を導入

  2003  定款に定める取締役の任期を2年から1年に短縮

  2007  役員退職慰労金制度を廃止

   2004  役員指名会議を設置

   2004  役員報酬会議を設置

  初の女性監査役

   社外取締役比率 
3分の1以上へ

   初の 
女性 
取締役

   社外役員
比率 
過半数へ

  コーポレートガバナンスガイドラインを制定

  政策保有株式　銘柄の削減を実施

  取締役会の実効性評価を開始

4銘柄60銘柄 32銘柄 30銘柄 18銘柄 10銘柄

  譲渡制限付株式報酬制度を導入

  相談役制度を廃止

独立社外取締役1名

独立社外監査役1名

2名

2名

社外取締役2名参加 3名

3名
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コーポレートガバナンス体制図

株主総会

意
思
決
定・監
督
機
能

業
務
執
行
機
能

※  当社の役員指名会議ならびに役員報酬会議
は、代表取締役（2名）、社外取締役（3名）で 
構成されています。

 取締役 ：  6名 監査役 ：  2名

議長 ： 社長CEO

 社外取締役 ：  3名 社外監査役 ：  2名

 取締役会 ：  9名 監査役会 ：  4名

経営会議
コーポレートガバナンス会議

執
行
役
員

会
計
監
査
人

リスクマネジメント・
コンプライアンス委員会

CSR委員会

環境委員会

社会貢献委員会
方針指示 
計画等承認

重要案件の 
付議・報告

付議・報告

提案・報告報告

重要案件の付議・報告

選任・解職・監督

選解任選解任選解任

権限移譲・監督

計画提言 
報告等

本社共通部門

スバル自動車部門

航空宇宙カンパニー

グループ会社

執行会議

執行会議

監査

報告

報告

報告

報告

監査

監査

報告

会計監査

連携

連携

連携

内部監査

役員指名会議※

役員報酬会議※

内部監査部門

機関 役員指名会議 役員報酬会議

議長 代表取締役社長 代表取締役社長

構成 代表取締役2名
社外取締役3名

代表取締役2名
社外取締役3名

役割・責務

役員人事の決定における公正性と透明性を確保するた
め、取締役会の諮問に基づき、十分に審議し承認した取締
役・監査役候補の指名案および最高経営責任者（CEO）
を含む執行役員の選解任案を取締役会へ答申し、取締役
会がこれを審議、決定しています。監査役候補者の指名
を行うにあたっては、監査役会の同意を得ます。

役員報酬の決定における客観性・透明性を確保するため、取
締役会の委任に基づき、十分な審議のうえ、報酬制度を含め
た具体的な報酬額を決定しています。報酬制度の改定など全
体に関わる事項については、役員報酬会議にて承認された案
を取締役会にて審議、決定しています。

2019年度 開催回数 4回 4回

2019年度 審議内容
主に役員体制・人事およびその役割分担、重要な連結子
会社の代表人事などの答申に加えて、CEOの後継者計
画に関する議論を行いました。

報酬体系についての議論、考課に基づいた取締役（社外取締
役を除く）および執行役員の業績連動報酬、譲渡制限付株式
報酬に係る個人別金銭報酬債権額などの決定を行いました。

機関 取締役会 監査役会

議長 取締役会長 常勤監査役

構成 取締役6名
社外取締役3名

常勤監査役2名
社外監査役2名

役割・責務

取締役会は、当社の企業理念、実効的なコーポレートガバ
ナンス、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上
を実現するため、経営全般に対する監督機能を発揮して
経営の公正性・透明性を確保するとともに、CEOその他
の経営陣の指名、評価およびその報酬の決定、当社が直
面する重大なリスクの評価および対応策の策定、ならび
に当社の重要な業務執行の決定等を通じて、当社のため
に最善の意思決定を行います。

監査役会は、当社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信
頼に応える良質な企業統治体制を確立するため、株主の負託
を受けた独立の機関として取締役の職務執行の監査、株主総
会に提出する会計監査人の選解任ならびに不再任に関する
議案内容の決議、業務監査、会計監査、その他法令で定めら
れた事項を実施します。

2019年度 開催回数 13回※ 12回

役員指名会議・役員報酬会議

取締役会・監査役会

※上表の取締役会の開催回数の他、会社法第370条および定款に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が2回ありました。
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取締役・監査役

区分 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

開催回数 15回 15回 17回 16回 13回

出席率 96.3% 96.3% 99.0% 98.4% 100.0%

取締役会の参加率

コーポレートガバナンス

氏名 当社における役位 女性 任期 在任年数 取締役会※ 監査役会※ 役員指名 
会議※

役員報酬 
会議※

主な専門的経験分野

経営 
（トップ経験） 技術・開発 製造・調達 営業 

マーケティング グローバル ファイナンス 
（CFO経験）

コーポレート 
ESG

IT

取締役

吉永　泰之 取締役会長

1年

11年 ◎ ● ● ●

中村　知美 代表取締役社長（CEO） 2年 ○ ◎ ◎ ● ● ● ●

細谷　和男 代表取締役副社長 1年 ○ ○ ○ ● ● ●

岡田　稔明 取締役専務執行役員（CFO） 3年 ○ ● ●

加藤　洋一 取締役専務執行役員（CRMO） 3年 ○ ● ● ●

大拔　哲雄 取締役専務執行役員 2年 ○ ● ● ●

阿部　康行 独立社外取締役 1年 ○ ○ ○ ● ● ● ●

矢後　夏之助 独立社外取締役 1年 ○ ○ ○ ● ● ● ● ●

土井　美和子  新任 独立社外取締役 ☆ 新任 ○ ○ ○ ● ●

監査役

馬渕　晃 常勤監査役

4年

5年 ○ ◎ ● ●

堤　ひろみ  新任 常勤監査役 ☆ 新任 ○ ○ ● ●

野坂　茂 独立社外監査役 1年 ○ ○ ● ●

岡田　恭子 独立社外監査役 ☆ 1年 ○ ○ ● ●

取締役・監査役構成
社外役員比率 女性役員比率

取締役 監査役 女性取締役 女性監査役

取締役
9名

社内
6名

社外
3名

男性
2名

女性
2名

67％

50％50％

33％

監査役
4名

社内　　社外 男性　　女性

監査役
4名

社内　　社外

社内
2名

社外
2名

50％50％
監査役
4名

男性
8名

女性
1名

89％

11％

取締役
9名

男性　　女性

※上表の取締役会の開催回数の他、会社法第370条および定款に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が2018年度は1回、2019年度は2回ありました。
※各期の新任取締役については、就任後に開催された取締役会を対象に出席率を算出しています。

CEO後継者計画
考え方
● 当社は、経営トップの交代と後継者の指名が企業価値を大きく左右する重要な意思決定であることを踏まえて、その
交代が優れた後継者に対して最適なタイミングでなされることを確保するため、十分な時間と資源をかけて後継者計
画の策定および実行に取り組みます。
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（2020年6月24日現在）※◎は議長、○は出席メンバーを示しています。

当社グループの「あるべきCEO像」
　当社を取り巻く経営環境や当社の企業文化・経営理念・成長ステージ・中長期的な経営戦略・経営課題等を踏まえ、様々
なステークホルダーと適切な協働を図りながら、当社の役員・従業員とともに企業価値を最大化させる人材。

当社グループの「CEO として備えるべき 5つの資質」
①「インテグリティー」 ④「胆力」または「変化を牽引する力」
②「大局観」 ⑤「成果を実現する力」
③「人間力」

氏名 当社における役位 女性 任期 在任年数 取締役会※ 監査役会※ 役員指名 
会議※

役員報酬 
会議※

主な専門的経験分野

経営 
（トップ経験） 技術・開発 製造・調達 営業 

マーケティング グローバル ファイナンス 
（CFO経験）

コーポレート 
ESG

IT

取締役

吉永　泰之 取締役会長

1年

11年 ◎ ● ● ●

中村　知美 代表取締役社長（CEO） 2年 ○ ◎ ◎ ● ● ● ●

細谷　和男 代表取締役副社長 1年 ○ ○ ○ ● ● ●

岡田　稔明 取締役専務執行役員（CFO） 3年 ○ ● ●

加藤　洋一 取締役専務執行役員（CRMO） 3年 ○ ● ● ●

大拔　哲雄 取締役専務執行役員 2年 ○ ● ● ●

阿部　康行 独立社外取締役 1年 ○ ○ ○ ● ● ● ●

矢後　夏之助 独立社外取締役 1年 ○ ○ ○ ● ● ● ● ●

土井　美和子  新任 独立社外取締役 ☆ 新任 ○ ○ ○ ● ●

監査役

馬渕　晃 常勤監査役

4年

5年 ○ ◎ ● ●

堤　ひろみ  新任 常勤監査役 ☆ 新任 ○ ○ ● ●

野坂　茂 独立社外監査役 1年 ○ ○ ● ●

岡田　恭子 独立社外監査役 ☆ 1年 ○ ○ ● ●

● 取締役会は、優れた後継者に当社の経営を託するために、その重要な責務として、どのステークホルダーにとっても納
得感を得られるような後継者計画の策定に取り組みます。また、客観性と透明性の高いCEO交代と後継者の指名を
行うために、役員指名会議における議論等を通じて、現CEOによる原案の策定等を適切に監督します。

● 現CEOは、後継者計画を適切に運用するため、CEO就任と同時に、後継候補者の選考と育成のプロセスを主体的に
進めるとともに、社外取締役が後継者候補の評価・選定を適切に行えるよう、普段からモニタリングの機会として後継
者候補との直接の接点を増やす工夫をするなど、後継候補者に関する情報提供を継続的に行います。

● 取締役会および役員指名会議は、その時点における時代認識や当社を取り巻く経営環境の変化、将来にわたるグルー
プ戦略の方向性等を踏まえ、重視または追加で考慮すべき資質や能力要件について継続的に検討を行います。

　当社は、客観性を担保し、取締役会や役員指名会議による監督を実効的なものにするためには、社外取締役等が拠る
べき判断軸となる「あるべきCEO像」が前提になると考えます。そこで、取締役会および役員指名会議は、当社CEOに
求められる、資質・能力・経験・実績・専門性・人柄等を議論し、S U B A R Uグループの「あるべきCEO像」および「CEOと
して備えるべき5つの資質」を明確にしました。
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社外取締役・社外監査役
選任基準
● 社外取締役には、経営陣から独立した立場からのモニタリング機能と、広範かつ高度な知見に基づく当社経営に対す
る的確な助言者の役割を期待しています。

● 社外監査役には、経営陣から独立した経営監視機能として、広範かつ高度な知見に基づく適法性・妥当性の観点からの
監査の役割を期待しています。

● 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準の他、社外役員の独立性に関する判断基準を
定め、社外取締役および社外監査役を選任しています。

コーポレートガバナンス

各社外役員の選任理由

氏名 独立
役員※ 選任理由

2019年度 重要な兼職の状況
（2020年6月30日現在）出席回数

社外取締役

阿部 康行
○

阿部康行氏は、住友商事株式会社の代表取締役専務執行役員として、監督
と執行の両面から経営に携わった経歴を有し、企業経営者としての豊富な
経験と幅広い知識を備え、IT分野における高度な知見を有しています。同
氏は、2016年6月から当社独立社外監査役を3年間歴任し、この間、取締役
の職務執行の監査に加え、当社が抱える課題の本質を捉えて、適時適切に
経営陣に対する忌憚のない発言等を行っています。また、2019年6月より
当社独立社外取締役に就任し、当社の経営に対する有益な提言を行ってい
ることから、引き続き社外取締役として当社の経営全般に対して独立した
立場からの十分な助言と監督を期待できると判断し、選任しました。

取  10回/10回 
監  2回/2回

（株）JVCケンウッド 社外取締役 
（株）オレンジ・アンド・パートナーズ 
顧問

社外取締役

矢後 夏之助
○

矢後夏之助氏は、株式会社荏原製作所において代表取締役社長、取締役会
長を歴任し、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を備え、さらに、
内部統制・ガバナンス分野における高度な知見を有しています。同氏は、
2019年6月より当社独立社外取締役に就任し、豊富な経験と幅広い知識お
よび企業の社会的責任に関する高い見識をもとに当社の経営に対する有
益な提言を行っていることから、引き続き社外取締役として当社の経営全
般に対して独立した立場からの十分な助言と監督を期待できると判断し、
選任しました。

取  10回/10回

公益財団法人荏原畠山記念文化
財団 代表理事 
J.フロントリテイリング（株） 
社外取締役

社外取締役

土井 美和子

新任

○

土井美和子氏は、株式会社東芝において情報技術分野の研究者・責任者と
して長年にわたる豊富な経験を有し、同分野における専門家として多数の
功績を上げています。また、その高度な専門性と豊富な経験・知識から、政
府の委員会委員等も歴任しています。同氏が当社の社外取締役に就任した
際には、以上のような同氏の経験および活動を通じて培われた専門家とし
ての豊富な経験と高い見識を踏まえ、当社の経営全般に対して独立した立
場から十分な助言と監督を期待できると判断し、当社の独立社外取締役と
して選任し、2020年6月より就任しました。

取  ー

国立研究開発法人情報通信研究
機構 監事 
奈良先端科学技術大学院大学 
理事 
東北大学 理事 
（株）三越伊勢丹ホールディングス 
社外取締役 
日本特殊陶業（株） 社外取締役

社外監査役

野坂 茂
○

野坂茂氏は、日本オラクル株式会社の取締役執行役副社長、同社取締役副
会長および最高財務責任者として、監督と執行の両面から経営に携わった
経歴を有し、企業経営者としての豊富な経験と知見を有しています。2019

年6月より当社独立社外監査役に就任し、企業活動における会計・財務の広
範な見識をもとに当社の経営に対する有益な提言を行っていることから、
引き続き社外監査役として適任であると考え選任しました。

取  10回/10回 
監  10回/10回

社外監査役

岡田 恭子
○

岡田恭子氏は、株式会社資生堂におけるCSR、企業文化などの分野を中心
とした豊富な経験と知見および同社監査役として経営の監査に携わった経
歴を有しています。2019年6月より当社独立社外監査役に就任し、CSRや
企業の文化活動など企業活動における広範な見識をもとに当社の経営に
対する有益な提言を行っていることから、引き続き社外監査役として適任
であると考え選任しました。

取  10回/10回 
監  10回/10回

公益財団法人日本対がん協会 
理事 
日鉄ソリューションズ（株） 監査役 
大王製紙（株） 監査役

取  取締役会　監  監査役会

※ 証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役および社外監査役
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役員トレーニング
区分 トレーニングの方針・主なトレーニング

取締役 
監査役

方針  その職責を十分に果たすため、経営の監督および監査を行ううえで必要となる事業活動に関する情報や知識を継続的に提供します。
・ 会社法をはじめとする関連法令やコーポレートガバナンスに関する情報などを再確認するためのプログラム提供
・ 各省庁・経団連・日本取締役協会・日本監査役協会などが開催する研修・セミナーへの参加

社外取締役 
社外監査役

方針   当社の経営理念、企業文化、経営環境などについて継続的に情報提供を行うため、執行部門からの業務報告や工場見学などの機会
を設けるとともに、役員相互での情報共有、意見交換を充実させるための環境を整備します。

・ 就任時における下記情報の提供と継続的なアップデート
　‒  当社の経営理念、企業文化、経営環境、事業部門・各本部の状況・活動内容および課題に関する、担当執行役員からの説明およびディス
カッションの機会

　‒ 製造・研究開発・販売拠点などの視察
　‒ 取締役・監査役による経営課題に対する懇話会の実施
　‒ 取締役・監査役による懇談会の実施
　‒ 全社改善事例発表会など全社的なイベントへの参加

執行役員

方針   次代の当社経営を担う人材育成の観点から、取締役・監査役と同様の機会を提供します。
・ 経営者・役員としての意識を醸成し、行動変革につなげることを目的とした、外部機関が実施するプログラムへの参加　
・ 特定テーマに関するリテラシー向上・共有のため、外部講師招聘による講演会などの実施（法務、コンプライアンス、IT、SDGsなど）
・ 執行役員全員による合宿形式の戦略検討会の実施
・ 外部セミナーなどへの参加斡旋・支援

区分 2019年度 実施

（社外役員も
含む）
全役員

・ 外部機関が開催するセミナー：各3日間のプログラムに新任取締役および執行役員合計4名が参加
・ 外部講師招聘による講演会：経営課題をテーマとした講演を全役員を対象として、計2回実施　
・ 外部講師招聘による個人レクチャー：会社法など特定テーマにおける専門家による個人レクチャーをのべ2名の取締役に3回実施
・ 社内発表会および展示会：将来技術・品質をテーマに全役員対象に実施
・ 実車走行による操作技能の習熟および新技術の学習を目的とした講習会を全役員対象に計3回実施

社外取締役
社外監査役

・ 執行役員からの業務説明およびディスカッション：合計18回実施。3名の新任社外取締役・社外監査役が参加
・ 国内製造拠点の視察：3カ所の製作所、事業所に3名の新任社外取締役・社外監査役が参加
・ 国内グループ会社の視察：5社に2名の社外監査役が参加
・ 海外製造・販売拠点の視察：2カ国の製造・販売拠点に2名の社外監査役が参加
・ 取締役・監査役による経営懇話会および懇談会：半期に1度合計2回実施。全取締役・監査役合計13名が参加
・ 社外展示会：社外取締役・社外監査役が参加

※なお、上記トレーニングに必要な費用は当社が負担します。

政策保有株式
　当社は、政策保有株式として保有する上場株式について、毎年取締役会において、その保有目的および保有にともな
う便益が資本コストに見合ったものになっているか等を個別に精査し、中長期的な経営戦略および事業戦略に資すると
判断した場合に保有を継続します。コーポレートガバナンス・コードが施行されて以降、下記のとおり確実に縮減させてお
り、2019年度末時点で4銘柄となりました。

政策保有株式の銘柄数および貸借対照表計上額

区分 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

銘柄 
（銘柄数）

上場 32 30 18 10 4 

非上場 31 32 31 31 32 

合計 63 62 49 41 36 

貸借対照表 
計上の額 
（百万円）

上場 28,238 12,795 8,836 3,138 1,922

非上場 526 544 535 535 581

合計 28,764 13,339 9,371 3,673 2,503

うち、上場株式を抜粋
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コーポレートガバナンス

取締役会の実効性評価
　当社取締役会は、「コーポレートガバナンスガイドライン」に則り、取締役会の実効性について分析・評価し、洗い出され
た課題に対する改善策を検討・実施しております。2019年度につきましては、昨年度評価からの定点観測に加えて、昨年
度評価で認識された課題に対する取り組みの確認を中心に下記のとおり分析・評価を行いました。

概要

実施時期：2020年2月
回  答  者：全取締役および全監査役（社外役員含む計13名）
実施要領：第三者機関作成のアンケートによる自己評価方式
 ① 第三者機関が全取締役および全監査役に対し、無記名式による自己評価アンケートを実施
 ② 第三者機関がアンケートを集計・分析
 ③ 第三者機関より受領した報告書を取締役会で検証・議論

質問事項

Ⅰ. 取締役会の運営体制　Ⅱ. 取締役会の監督機能　Ⅲ. 株主との対話　Ⅳ. 昨年度評価における課題への取り組み
　各質問に対する自己評価は4段階で行うとともに、当社取締役会の優れている点、および当社取締役会の実効性をさ
らに高めるために必要な点などについて回答者自身の考えを自由に記入しました。

評価結果

　委託した第三者機関からは下記のように評価報告を受けました。
● 昨年度までの評価の結果と同様、取締役会の運営面においては、自由闊達で健全な議論が全社的な観点で行われて
いることが確認されました。

● 昨年度評価において強みと確認できた点（議長のリーダーシップ、政策保有株式の対応、取締役会の規模）は、継続し
て高評価にあり、当社の取締役会の強みは継続できている ことが確認できました。

● 特に、下記項目において評価の伸長が見られました。
　「取締役会の運営」「取締役会に対する支援体制」「取締役会の監督機能」「取締役会のリスク管理体制」
● 一方で、昨年度同様、中長期的経営戦略に関する議論については、一層の充実の必要性が確認されました。また、さら
なる改善・機能向上が見込まれる点として、情報セキュリティ体制およびサステナビリティへの問題意識が強いことが
確認されました。

● なお、今回の評価については、13名中5名が新任役員であり、各役員において評価基準が異なる可能性があるため、昨
年度評価との単純比較には留意が必要であるとの指摘もあります。

昨年度評価において認識した課題について

　2019年度は昨年度評価において認識した以下の課題に向けて取り組みました。
① リスク把握・管理体制強化および定着化
  CRMO（最高リスク管理責任者）職を設置し、リスクマネジメントグループを統括するなどの体制強化に加え、取締役会
における議論の機会をこれまで以上に充実させることなどにより、リスク把握・管理体制強化および定着化を図りました。

② 中長期的な経営戦略に関する議論の充実
  中期経営ビジョンの進捗状況の共有や議論など、取締役会における報告・議論の機会をこれまで以上に設けることで、
中長期的な経営戦略に関する議論の活性化を図りました。

③ 後継者計画や育成の方針
  役員指名会議および取締役会において、CEOの後継者計画に関する議論を行い、CEOの後継者計画や当社グルー
プのあるべきCEO像等を決議し、今後も継続的に議論を深めながら、実行していくこととしました。
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今後の取り組み

　第三者評価機関より受領した評価報告書を受けて、CEOの後継者計画や取締役会および役員指名会議、役員報酬会
議を構成するメンバーなどについて、取締役会で検証・議論を行い、実行していくこととしました。また、取締役会として
は、今後も中長期的な企業価値向上と持続的な成長を図るべく、引き続き中長期的な経営戦略に関する議論を深めると
ともに、情報セキュリティ体制やサステナビリティについて活発な議論も開始しました。今後も取締役会の実効性の維
持・向上に取り組んでいきます。

アンケート結果

取締役会の運営体制 取締役会の監督機能・株主との対話

取締役会の監督機能 
（Ⅱ.–①）

取締役会での 
関与の状況 
（Ⅰ.–⑤）

株主との対話 
（Ⅲ.）

取締役会の 
運営 

（Ⅰ.–②）

取締役会の 
リスク管理体制 
（Ⅱ.–②）

取締役会に 
対する支援体制 
（Ⅰ.–④）

役員の指名・ 
報酬関連 
（Ⅱ.–④）

意思決定 
プロセス 
（Ⅰ.–③）

取締役会における 
議論の状況 
（Ⅱ.–③）

取締役会の構成 
（Ⅰ.–①）

評価について
4.0：高評価　1.0：低評価

  2018年度
  2019年度

1.0

2.0

3.0

4.0

1.0

2.0

3.0

4.0

評価項目

カテゴリー 診断項目

Ⅰ. 取締役会の運営体制

 ①取締役会の構成 取締役会の規模 取締役会の構成（社内外比） 取締役会の構成（多様性・専門性）

 ②取締役会の運営
開催頻度・時間・配分 議題の妥当性 資料の質・量

資料配布のタイミング 事前説明 説明・報告内容

 ③意思決定プロセス 議長の采配 十分な議論 ̶

 ④取締役会に対する支援体制
情報提供の環境・体制 社外役員への情報提供 社外役員のトレーニング

社内役員のトレーニング ̶ ̶

 ⑤取締役会での関与の状況
取り組み姿勢 全社的視点 相互尊重

多様な価値観 ステークホルダー視点 ̶

Ⅱ. 取締役会の監督機能

 ①取締役会の監督機能 報告体制 経営の監督 ̶

 ②取締役会のリスク管理体制
リスク管理体制 子会社管理体制 リスクの情報共有と対策

対応策の進捗管理体制 コンプライアンス意識の浸透 ̶

 ③取締役会における議論の状況
経営戦略の議論 資本政策の議論 政策保有株式の議論

ガバナンス強化の議論 社会・環境問題への対応 ̶

 ④役員の指名・報酬関連 役員指名会議・役員報酬会議の構成 後継者育成 インセンティブ報酬

Ⅲ． 株主との対話

 株主との対話 株主・投資家からの意見の共有 株主・投資家との対話の充実化 ̶

46Annual Report 2020

価値創造 成長戦略 価値創造を支える仕組み 価値創造の成果 コーポレートデータ



コーポレートガバナンス

役員報酬
役員報酬額の算定方法に関する方針
　取締役の報酬などは、以下に掲げる項目の観点から決定します。
●その役割と責務にふさわしい水準とし、適切、公正かつバランスの取れたものとする。
●企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機づけや優秀な人材の確保に配慮した体系とする。
　具体的な報酬などの構成は、以下のとおりとします。なお、総額および各項目の水準は、外部専門機関などの調査デー
タを活用し、職責や社内社外の別に応じて設定します。

2019年度に係る取締役および監査役の報酬
　当社は、2018年7月に発表した中期経営ビジョン「STEP」において、2018年から2020年度の3カ年で営業利益9,500

億円の収益計画を掲げ、自己資本比率は50%を確保、ROEは10%を岩盤として15%以上を目指すものと公表していま
す。これらの目標を踏まえ、役員報酬会議は、取締役会の委任を受け、2019年度の連結経常利益※実績を基礎とし、ROE

および自己資本比率改善度のマトリクスによる補正を加え、人材育成や経営環境等を勘案して各取締役に支給する短期
業績連動報酬額を決定しました。

　取締役に支給する1年間の報酬などの総額は、2016年6月開催の第85期定時株主総会の決議により、12億円以内（う
ち社外取締役分2億円以内）としています。譲渡制限付株式報酬（長期インセンティブ）に関する金銭報酬の総額は、上記
の範囲内で、年額2億円を上限とします。取締役の員数は当社定款により15名以内としています。取締役に支給する報酬
などの決定にあたっては、取締役会の委任に基づき、役員報酬会議が、独立社外取締役も含めた委員による十分な審議
のうえ、報酬制度を含めた具体的な報酬額を決定します。
　監査役に支給する1年間の報酬などの総額は、2006年6月開催の第75期定時株主総会の決議により、1億円以内とし
ています。その枠内で、監査役の協議により、監査役の基本報酬として、職位を基礎とし経営環境などを勘案し決定され
る金額を支給します。監査役の員数は当社定款により5名以内としています。

社外取締役には、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割を考慮し、②ならびに③の支給は行っていません。

※ 上表には、当事業年度の末日までに退任した社外役員2名を対象に含んでいます。当事業年度末においては、取締役9名（うち社外取締役3名）、監査役は4名（うち社外監査役2名）です。

※当社グループは2019年度より国際財務報告基準（IFRS）を任意適用しているため、日本基準の連結経常利益に組み替えて評価しました。

取締役報酬制度のイメージ（社外取締役を除きます）

① 基本報酬 職位を基礎とし経営環境などを勘案して具体的な金額が決定される固定分

②  短期業績連動報酬
当事業年度の連結経常利益実績※を基礎とし、当社の資本政策に合致した経営指標であるROEおよび自己資本比率改善
度のマトリクスによる補正を加え、人材育成や経営環境などを勘案して具体的な金額が決定される業績連動分

③  譲渡制限付株式報酬
当社の企業価値の持続的な向上を図る長期インセンティブを与えるとともに株主との一層の価値共有を進めることを目的
とした譲渡制限付株式の付与のための報酬

①基本報酬 ②短期業績連動報酬 ③譲渡制限付 
株式報酬

固定分 業績連動分 長期
インセンティブ

区分 員数
報酬等の総額（百万円）

基本報酬（月額固定） 短期業績連動報酬 譲渡制限付株式報酬

取締役（社外取締役を除く） 6 298 91 53 442

監査役（社外監査役を除く） 2 56 ̶ ̶ 56

社外役員 7 56 ̶ ̶ 56

合計 15 410 91 53 554

47 Annual Report 2020



内部統制
体制
　内部統制とリスクマネジメントの実効性を高めることを目的に、監査部をリスクマネジメントグループ（CRMO：最高
リスク管理責任者が統括）から独立させ、内部監査部門の組織上の独立性をより高いレベルで確保し、内部統制の有効
性を高める体制を整えました。

内部統制システム
　当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する
ための体制の整備」「その他株式会社の業務ならびに当該株式会社およびその子会社から成る企業集団の適正を確保
するために必要なものとして、法務省令で定める体制の整備」についての基本方針を取締役会において決議していま
す。なお、この基本方針については、随時見直しを図り、整備・運用を行っています。

財務報告に係る内部統制
　金融商品取引法に基づく「内部統制報告制度」に関して、財務報告に係る内部統制の評価は、連結会計年度の末日を
基準日として行われており、評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価に関する
基準に準拠しています。2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制の整備状況については、適正に整備され、有効
に機能していることをCEO（最高経営責任者）、CFO（最高財務責任者）が評価・確認し、その旨の内部統制報告書を会
計監査人の監査を得て発行しました。

●第89期 有価証券報告書および内部統制報告書

監査
監査役監査
　当社の監査役は4名（うち、社外監査役2名）であり、監査役は、監査役会が定めた監査方針および監査計画に基づき、取
締役会その他重要な会議体への出席、当社事業所および関係会社の調査、監査部からの聴取等を実施し、取締役等の職務
遂行を監査しています。当社は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反、その他コンプライ
アンス上重要な事項が生じた場合、取締役および使用人から、監査役が必要に応じて情報収集できる体制を整備していま
す。さらに、監査役の職務を補助するために当社の使用人を配置し、監査役の業務が円滑に遂行できる体制にしています。

内部監査
　当社は、内部監査の組織として社長直属の監査部（13名）を設置しており、当社および国内外のグループ会社の業務
遂行について独立・客観的な立場で業務監査を実施しています。監査部は、年度初めに、グループ全体のリスク・内部統制
状況を考慮した年度の業務監査計画を作成し計画的に実施しています。業務監査の結果については、監査報告書を作成
し、取締役、監査役、関係者に配布するとともに、半期ごとに取締役会で、四半期ごとに合同会議で報告しています。
　当社の監査部と監査役は、毎月の監査部からの業務監査報告会の実施や、四半期ごとに内部統制に対する意見交換
を行うことで連携を深めて監査機能強化を図っています。また、監査部と監査役は、四半期ごとに会計監査人と情報共有
を行うことで監査機能の強化に努めています。なお、監査部は、定期的に外部の専門家による評価を受け、監査業務が適
切に行われていることを確認しています。

　当社におけるコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、枠組みおよび運営方針を明らかにすることを目的と
して、「コーポレートガバナンスガイドライン」を制定しています。

● コーポレートガバナンスガイドライン
● コーポレートガバナンス報告書

Link

Link
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コーポレートガバナンス

　当社の取締役会で以前から変わらず卓越していると思う
点は、社外取締役に多くの発言機会が与えられることと、そ
して何よりもそれらの発言を真摯に受け止め、真剣に議論が
展開されている取り進め方です。社外取締役のバックグラウ
ンドや経験は多岐にわたっており、その知見に基づいた発言
が様々な切り口で討議され、有意義な議論になっています。
一方、変化を感じるのは、会議を効率的に進めるための事前
説明や資料の配布が従前に比べ、より周到に準備されてい
ることです。さらに、過去の議論は、その後の取締役会の議

事進行に必要に応じて反映され、議論の質も高度になってきていると感じます。また取締役会以外でも役
員と意思疎通を図る機会を与えられ、役員間の信頼関係も一層強くなっていると思います。任期により社
外取締役メンバーが変わっていく中で、現在の良い雰囲気を維持し、企業価値を高めるために、今後も健
全な議論を続けることもS U B A R Uの社外取締役としての使命と考えています。

　CASE時代の変化の激しい環境下では、一般的な議論として、当社の規模で生き残るのは難しいと言わ
れています。しかし、この規模こそが、より機動力を発揮することを可能にし、逆に優位に立つ可能性が高
いと思っています。しかしながら、世界各地で同時に様々な対応を当社単独で行うのは無理があると思わ
れます。プライオリティをつけて、強みと思われることにはより一層注力し、外部の力を借りることができる
所は外部に任せるという切り分けを、メリハリをつけて取り組んでいく姿勢が重要です。新型コロナウイル
スの影響で、今後の人々の価値観や生活様式は一変する可能性があります。その中で忘れてはならない
のは、変わらずS U B A R Uを愛してくださるお客様のためにもブランドの価値を守り続けていくことで
す。回復不可能と思われるほどの予想外のダメージを受けた世界を、より豊かな方向へ向けていくため
に、我々の事業活動を通じ、社会に貢献していく姿勢を貫いていくことが肝要と思われます。

　この1年間で当社の社風について感覚的に理解できたと
思います。当社の社風を端的にいうと全員が“素晴らしい
S U B A R Uの製品を作ろう”と想い、それを誇りにしている
ことです。この想いは“乗り物を作る”ことを唯一の事業とし、
そこから逸脱せずにきた歴史が影響していると思います。モ
ノづくりを生業としている企業の多くは、多様な製品を取り
扱っており同じ製品を作っていることから生まれる一体感は
希薄です。自動車メーカーは一般的に自動車に特化してお

社外取締役メッセージ

取締役会のみならず役員との 
健全な議論の積み重ねを通じて、 
S U B A R Uの企業価値向上へ貢献

社会への扉を開き続けることが、 
社外取締役の役割と認識し、“あるべき論”に 
基づくS U B A R Uへの異なる視点を発信

社外取締役　阿部 康行
2016年6月社外監査役就任、2019年6月退任
2019年6月社外取締役就任

社外取締役　矢後 夏之助
2019年6月社外取締役就任
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り、社内の一体感は醸成されやすい環境にあると思いますが、S U B A R Uの場合はそれが強く、それが成
長のための強みにつながっていると思います。そのような均一性は時として異なる視点からの意見を受け
付けず、社内全体が疑いを持たずに一つの方向に邁進するという危険性をはらんでいます。社外取締役の
役割は、社風に溶け込まず社会への扉を開き続けることであり、そのためには“あるべき論”に基づいて発
言するように努めてきました。これからもその姿勢を続けていきます。

　世界経済がコロナ禍の影響から回復するには2～3年を要します。完成車メーカーである当社への影
響、すなわち需要減は限定的になると想定されますが供給が止まるというリスクは常に存在します。自動
車を完成するためのサプライチェーンでは、部品メーカーで資金面あるいは雇用の維持という点で深刻な
影響が懸念されます。完成車を供給し続けるにはサプライチェーンを維持し続ける必要があり、そのマネ
ジメントの巧拙が回復期に売上を回復できるかどうかの決め手になりそうです。“疾風に勁草を知る”ため
の時間が続きますが、生き残りかつ成長するのは自分たちだという意識を持ち続けたいと思います。一方
で、コロナ後の社会生活の変容の中で成長するのは携帯端末から始まる情報・通信分野ですが、公共交通
手段を利用しない移動の方法、すなわち自動車の所有に対する欲求も増えると思います。テレワークのた
めの環境整備を目的に、郊外のより広い住居への欲求が高まり、郊外型生活の必需品であるクルマの需要
が高まるのは一例です。ただし、そこで求められるのは環境に優しく、安全・安心で乗って愉しいクルマであ
ることは言うまでもありません。

　2020年6月に S U B A R U初の女性取締役に就任いた 

しました。これまで株式会社東芝にて35年以上ヒューマン 

インターフェイス（使い勝手）の研究開発を行ってきました。
ヒューマンインターフェイスでは「当たり前に使える」「ワク 

ワクして使える」、そして「安全に使える」ことを目指してきま 

した。S U B A R Uの中期経営ビジョン「S T E P」を表す
「Speed（スピード）、Trust（信頼）、Engagement（共感）、
Peace of mind & enjoyment（安心と愉しさ）」と合致して

います。コストとバランスさせたSTEPの実現に、ユーザ視点から貢献できると考えております。

　また、女性であること、ヒューマンインターフェイスの研究で、いつも前例がないといわれ続けてきまし
たが、前例を作るというプラス思考で臨んできました。コロナ禍の中、ロックダウンでの経済的打撃に続
き、社会的距離維持の生活スタイルが続く中で、S U B A R Uがどのようにイノベーションを起こしていく
かに、プラス思考で貢献したいと考えています。

S U B A R U初の女性社外取締役として、 
前例のない中から前例を作り出すプラス思考を
通じて、新たなイノベーションの創出に貢献

社外取締役　土井 美和子
2020年6月社外取締役就任
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　当社は、2018年に発表した中期経営ビジョン「STEP」にて「お客様第一を基軸に『存在感と魅力ある企業』を目指す」と
いう不変の経営理念のもと、「モノをつくる会社から笑顔をつくる会社へ」という2025年のありたい姿を描きました。その
実現に向け、CSR重点6領域の考え方を取り入れ、S U B A R Uグローバルサステナビリティ方針に基づいた取り組みを行
うことで、企業としての社会的責任を果たし、これからもお客様をはじめとするステークホルダーの皆様に「安心と愉しさ」
を提供していきます。そして、当社グループは真のグローバル企業として社会から信頼される企業となることを目指し、より
豊かで持続可能な社会づくりに貢献していきます。

CSR重点6領域特定プロセス
　当社グループは、中期経営ビジョン「STEP」に合わせ、CSRの取り組みについても従来の「CSR活動8項目」を見直し、
「CSR重点6領域」を定めました。
　重点領域の選定にあたっては、まずCSR重点項目として社会的要請の高い41項目を抽出したうえで、北米や国内の有識
者・投資家へのアンケートを実施しました。最終的に「事業の強みを活かして社会に貢献する領域」と「社会の要請に応える
領域」の2つの視点から考えました。その結果、事業の強みを活かして社会に貢献する領域として、「人を中心とした自動車
文化」「共感・共生」「安心」「ダイバーシティ」の4つを、社会の要請に応える領域として、「安心」「ダイバーシティ」「環境」「コ
ンプライアンス」の4つを選定しました。「安心」と「ダイバーシティ」が重複していますが、「安心」については、社会の要請と
当社グループの事業の強みが合致している領域であり、「ダイバーシティ」については、社会から求められるダイバーシティ
だけでなく、お客様に提供する商品のダイバーシティを含めた広義のものと捉えました。2020年4月に制定した
S U B A R Uグローバルサステナビリティ方針を軸にグループ・グローバルで意思を共有し、重点6領域の取り組みを推進
していきます。

S U B A R Uグローバルサステナビリティ方針の制定
　当社では、これまで2009年6月に改定した「CSR方針」の下、CSRの取り組みを推進してきましたが、社会環境やステー
クホルダーとの関わり方の変化を踏まえ、かつグループ・グローバルの従業員が意思を共有できるものとして、
「S U B A R Uグローバルサステナビリティ方針」を2020年4月に制定しました。この方針は、株式会社S U B A R Uおよ
びすべての子会社に適用されるものです。

S U B A R UグループのCSR

CSR重点領域の経営への反映

取締役会 
経営会議 ステークホルダー経営への反映

S U B A R U

情報公開・対話

S U B A R Uグループ

CSR重点6領域

事業の強みを 
活かして社会に 
貢献する領域
▶ 事業戦略上の着眼
点から重点領域を
選定

社会の要請に 
応える領域
▶ 北米／国内の有識
者・投資家が重要視
している項目から
重点領域を選定

S U B A R Uグローバルサステナビリティ方針
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U
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人を中心とした 
自動車文化

共感・共生

安心

社
会
か
ら
の
要
請

ダイバーシティ

環境

コンプライアンス
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「人権方針」の制定
　当社グループは、人を第一に考え、「人を中心としたモノづくり」を行っています。「一人ひとりの人権と個性を尊重」するこ
とは、「人・社会・環境の調和」を目指して豊かな社会づくりに貢献したいという、当社の企業理念を実現するための重要な経
営課題と捉え、2020年4月に「人権方針」を制定しました。この方針は、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠し、
株式会社S U B A R Uおよびすべての子会社に適用されるものです。また、サプライチェーンを含め、事業に関連するビジ
ネスパートナーやその他の関係者にも、この方針に基づく人権尊重の働きかけを行い、人権尊重の取り組みを推進します。

●「人権方針」の詳細

CSR重点6領域の取り組みとSDGs
　当社グループは、2030年に向けた持続可能な未来を実現するための開発目標SDGs（Sustainable Development 

Goals）への対応について、重要性を認識しています。CSR重点6領域について「2025年のありたい姿」を明確にするこ
とで各領域の取り組みを一層強化し、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に積極的に貢献していきます。

S U B A R Uグローバルサステナビリティ方針

私たちS U B A R Uグループは、人・社会・環境の調和を目指し、

1. 事業を通じて、地球環境の保護を含む様々な社会課題の解決と、持続可能な社会の実現に貢献します。

2.  高品質と個性を大切にし、先進の技術で、S U B A R Uならではの価値を提供し続け、S U B A R Uグループに関わる
すべての人々の人生を豊かにしていきます。

3.  国際社会における良き企業市民として、人権および多様な価値観・個性を尊重し、すべてのステークホルダーに誠実に
向き合います。

4.  従業員一人ひとりが、安全に安心して働くことができ、かつ働きがいを感じられるよう職場環境を向上させます。

5.  国際ルールや各国・地域の法令を遵守するとともに、その文化・慣習等を尊重し、公正で透明な企業統治を行います。

6. ステークホルダーとの対話を経営に活かすとともに、適時かつ適切に企業情報を開示します。

CSR重点6領域「基本的な考え方」と「2025年のありたい姿」

CSR重点6領域 基本的な考え方 2025年のありたい姿

人を中心とした
自動車文化

「クルマは単なる移動手段ではない。」と考えます。S U B A R Uは、「安心と愉しさ」
といった人の「感性」を大切にし、人の心や人生を豊かにするパートナーとなる商品や
サービスを付加価値としてお客様に届け、持続可能なモビリティ文化を醸成します。

人の心や人生を豊かにするパートナーと
なる企業になる。

共感・共生 人と人とのコミュニケーションの輪を広げ、一人ひとりのお客様および社会の声に真
摯に向き合うことで、信頼・共感され、共生できる企業になります。

広く社会から信頼・共感され、共生できる
企業になる。

安心 すべてのステークホルダーに「最高の安心」を感じていただける存在となります。 すべてのステークホルダーに「最高の安
心」を感じていただける企業になる。

ダイバーシティ
多様な市場価値を尊重した商品の提供と、S U B A R Uグループで働くすべての
人々の多様な価値観の尊重と反映がS U B A R Uグループのダイバーシティと考え、
推進します。

すべての人々の多様な価値観を尊重しつ
つ、多様な市場価値を創出する事業を推
進する。

環境 S U B A R Uのフィールドである「大地と空と自然」を将来世代へ伝承するため、
企業活動全体で環境に配慮していきます。

企業活動を通じて「大地と空と自然」が広
がる地球環境を大切に守っていく。

コンプライアンス
法令や社会規範を守って業務が遂行できている、
そしてコンプライアンス重視・優先の考え方がS U B A R Uグループで働くすべての
人々に浸透し、実行されている企業になります。

誠実に行動し、社会から信頼され、共感さ
れる企業になる。

Link
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※1 Skilled Driver：熟練した腕の良いドライバー
※2 S U B A R U乗車中の死亡事故およびS U B A R Uとの衝突による歩行者·自転車等の死亡事故をゼロに

S U B A R UグループのCSR

重点
6領域

主要対象 
ステーク
ホルダー

テーマ
取り組み ありたい姿／KPI

2025年度～2030年度
貢献する
SDGs2019年度 2020年度 2021年度～2025年度

人
を
中
心
と
し
た
自
動
車
文
化

お客様

クルマを操る愉しさ SUBARU GLOBAL PLATFORMの進化と、知能化技術との融合
（Skilled Driver※1のような安心で愉しい走りの実現）

人の心や人生を豊かに
するパートナーとなる
企業になる。

▶KPI
•  お客様満足度調査の継続
実施 
（お客様評価結果の改善）

カスタマイズの 
愉しみ提供

新車に同期した高品質用品の開発

高機能付加価値用品品揃えの拡大

ブランドイメージの
向上

ブランド戦略の推進
（愛されるS U B A R Uになる／More than a Car Company）

市場特性にあったマーケティング活動の推進

モータースポーツの推進と啓発活動の継続

S U B A R UのアイデンティティであるDynamic×Solidをより「大胆」な
デザイン表現に進化

新しいモビリティの 
提案 関係省庁連携による技術開発 将来モビリティへの対応

地域社会 自動車文化の発信 「S U B A R Uのモノづくりおよび安心と愉しさ」の発信

共
感
・
共
生

お客様

お客様との
つながり強化

国内店舗投資 ＩoTによる新しいつながり方の強化

広く社会から信頼・共感
され、共生できる企業
になる。

▶KPI
•  お客様満足度調査の継
続実施（お客様評価結果
の改善）

•  IoTを活用したお客様と
の接点強化（マイスバル、
次期システム、テレマティ
クス）

ロイヤルティの向上

お客様との交流活動の継続

人々の暮らしに役立つ商品の提供

新しい整備体制 
づくり BEV販売に向けた整備体制の準備・確立

お取引先様 お取引先様との 
共存共栄

お取引先様の
CSR調査・啓発 CSRを考慮したお取引先様との関係構築

従業員 安心して働ける 
環境づくり

労働安全活動の取り組み強化、工場環境整備の促進

活き活きと働ける職場環境づくり、従業員からも愛されるブランドへの昇華

各事業所における生産活動と雇用の維持継続

運動部の活用、従業員の士気高揚

地域社会 地域との 
つながりの活性化

地域交流活動、パートナーシップ活動の強化

スポーツ活動を通じた貢献、関係強化

安
心

お客様

安全機能の向上

ADAS（先進運転支援システム）の高度化

すべてのステークホル
ダーに「最高の安心」を
感じていただける企業
になる。

▶KPI
•  2030年に死亡交通事故
ゼロ※2を目指す

•  衝突時のエネルギー吸収
量を1.4倍に向上

AACN（先進事故自動通報）採用、機能拡充

衝突安全の継続的な強化

自律飛行システムの追求（衝突回避技術）

安全な運転への貢献 高齢者向け安全運転講習等の実施・継続

信頼できる商品供給
体制の確立・増強

タイムリーかつ高効率な補修品・用品供給体制の確立

商品供給能力の増強

点検・整備の質向上 正確で質の高い点検・整備の推進

品質の確保・向上

品質方針改定 品質でも選ばれるクルマづくり実現に向けた
取り組みの推進

商品企画から生産、販売、サービスに至るまでのあらゆるプロセスにおける
業務品質の向上

品質キャラバン実施、品質意識醸成教育による品質最優先の徹底

製造部門管理スパンの適正化

従業員 安心な職場づくり

安全衛生委員会活動の継続・強化

職場安全衛生の維持向上およびより快適な職場環境づくりの推進

健康増進取り組み計画策定・推進 健康増進取り組み強化

雇用の確保・創出

地域社会 地元の安心への貢献 工場環境整備の推進 信用度、安定感の醸成

環境負荷の低減、公害の未然防止

行政 安心な生活への貢献 人々の生命と財産を守り安心して暮らせる社会づくりへの貢献

CSR重点6領域の取り組みとSDGs

9.1

11.2

17.16

11.2

3.6
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重点
6領域

主要対象 
ステーク
ホルダー

テーマ
取り組み ありたい姿／KPI

2025年度～2030年度
貢献する
SDGs2019年度 2020年度 2021年度～2025年度

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

従業員

女性の活躍推進
女性管理職の拡大  20年度（2014年比5倍）  25年度（2014年比12倍以上）

すべての人々の多様
な価値観を尊重しつ
つ、多様な市場価値を
創出する事業を推進
する。

▶KPI
•  女性管理職の増加（2020 
年に2014年比5倍以上、
2025年に12倍以上）

•  キャリアアップ研修受講
者数

•  法定雇用率の達成
•  再雇用希望者100％

直接部門女性の育児支援

多様な人材活用

シニア人事制度の見直し シニア人事制度の運用

外国籍人材の活躍推進

社会的少数派にも配慮した職場環境構築の検討·推進

障がい者法定雇用率の遵守  20年度以降 2.3%

多様な働き方推進 多様な働き方：新勤怠システム導入による労働管理支援、テレワークの拡大

グループ企業人材
確保 多様な雇用の維持 ·拡大

お取引先様 ビジネスパートナー
と連携した活動

お取引先様の
CSR調査 ·啓発 サプライチェーンにおけるCSR取り組みの強化

従業員の理解度向上、NAMAD（米国マイノリティ自動車販売協会）との
協力の推進

お客様 多様な商品の提供
多様な市場ニーズの着実なフィードバック

複数車種で採用可能な部品の設計

環
境

お客様

環境負荷を低減する
クルマの普及拡大

電動車(HEV、PHEV）の販売拡充 企業活動を通じて「大
地と空と自然」が広が
る地球環境を大切に
守っていく。

▶KPI
•  直接排出するC O 2を

2030年度までに2016
年度比30％削減（総量
ベース）

•  2030年代までに全世界
販売台数の40％以上を
電気自動車（EV）＋ハイ
ブリッド車に

•  2030年代前半には、生
産 ·販売するすべての
SUBARU車に電動技術
を搭載

•  二次電池等を含めた資
源循環戦略の立案

•  リサイクル率の向上

電動車（BEV・SHEV）開発および販売

お客様と連携した
環境保護

アウトドアのフィールド
保護活動の企画 アウトドアのフィールド保護活動の実施 ·継続

行政 環境負荷を低減する
事業活動

自家消費型太陽光発電の導入

アクアプレミアム導入

グリーン電力
証書など 省エネ投資、設備の効果的活用

行政等と連携した自然保護活動の継続

お取引先様
ビジネスパートナー
と連携した環境の
取り組み

環境マネジメントシステム構築および継続

海外事業所における輸送も考慮したお取引先様の選定

部品保管·輸送の効率化　輸送量低減の推進

リテイラーによる省エネ、水質保全、リサイクルの実施 ·  
継続

物流費およびCKD費用の最適化

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

行政

輸出管理の徹底 安全輸出管理の強化
誠実に行動し、社会か
ら信頼され、共感され
る企業になる。

▶KPI
•  人権方針に基づく人権
尊重の取り組み推進、サ
プライチェーン全体へ
の展開

•  C S R調達活動の管理 
強化

•  コンプライアンス研修·
実務法務研修の実施

社内教育 · 浸透

コンプライアンス研修、役員講話の継続

S U B A R Uグループ視点のコンプライアンス遵守の促進

社内規定、各法規に関わるマニュアル整備 ·周知

従業員
労働者の人権保護

ハラスメントの防止

働き方改革推進および労働基準法遵守による労働環境の維持 ·向上

人権方針の策定 人権方針の
制定 ·周知 労働者の人権尊重の取り組み推進

お取引先様
公正な関係維持

お取引先様の
CSR調査 ·啓発 サプライチェーンにおけるCSR取り組みの強化

適正取引の推進継続

8.5

5.5
5.5.2

12.2
12.5

13.1
13.2

8.7
8.8

16.5
16.5.2
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品質に対する考え方
　当社の「安心と愉しさ」、その根幹は「品質」であり、「品質はお客様に対する最も基本的な責任の一つ」です。中期経営
ビジョン「STEP」における最重要課題は「品質改革」であり、商品の企画段階から、お取引先様の部品調達、工場におけ
る製造・出荷にいたるすべてのプロセスで改革を実行しています。
　当社ではお客様から共感され信頼していただける存在となるため、2019年4月に品質方針を改定し、お客様に感動い
ただける高品質な商品とサービスの提供を積極的に推進しています。また、国内・海外の関係会社ではそれぞれの事業
内容や地域性を踏まえた品質方針を定め、それに基づいた品質管理を実践しています。
　2020年度より航空宇宙カンパニーも含めたグループ全体にわたる品質保証を統括する品質保証統括室を新設し、品
質保証の実現に必要なグループの組織体制構築、運営管理およびその有効性の維持と継続的な改善を行っています。

品質方針

品質マネジメントシステム
1.  当社の品質方針ならびにISO9001規格に基づいた品質マネジメントシステム（QMS）を構築し、円滑かつ効果的に
運用。

2. 顧客要求事項および適用される法令･規制要求事項に適合することを保証することにより顧客満足の向上を目指す。 
3. 業務の改善を通してQMSの継続的改善を図る。

品質マネジメントサイクルの運用
　当社は品質マネジメントシステムのもと、設計開発から販売にいたる各プロセスで品質保証に取り組むとともに、より
高品質な商品をつくるためのサイクルを構築しています。また、お客様のニーズにいち早く応えるため、サイクルをス
ピーディに回していくことに努めています。

品質マネジメントサイクル

品質への取り組み

私たちは何より品質を大切にしてお客様の信頼に応えます

1. お客様に安心して長くお使いいただける商品をお届けします
2. お客様の声に常に耳を傾け、商品とサービスに活かします
3. 法令・社会規範・社内規則を遵守し、お客様に信頼される仕事をします

2019年4月改定
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品質改善体制

品質改善に向けた体制の運用
　当社では商品販売後の品質不具合やお客様のご要望をいち早く分析し、より高品質な開発・生産に結びつけるため、
品質保証本部を中心とする品質改善体制を確立しています。グローバルに収集したお客様の声をもとに、社内の関連部
門やお取引先様と共に、品質に関する課題の抽出、原因の調査、対策の立案を行っています。
　完成検査問題の再発防止策については、COP※監理課が中心となり、推進しています。
　2018年度に完成検査業務を製造部門（本部）から品質保証部門（本部）へ移管し、完成検査業務の独立性を確保しま
した。また完成検査員への意識づけや職場環境改善などの足元固めを行うとともに、将来を見据えた完成検査の抜本的
見直しを行っています。
　さらに、株主・投資家様向けに自動車製造工場のご視察会を開催するなど、ステークホルダーの皆様にも当社をご理解
いただける取り組みを行っています。
※Conformity of Productionの略で、生産車適合性のこと。

品質改善に向けた取り組み
品質保証教育
　従業員教育の一環として、入社年次や資格要件に応じ、QC※基本手法や問題解決手法を習得するための品質教育を
実施しています。
※Quality Controlの略で、品質管理のこと。

品質に関する主なカリキュラム
• 品質管理教育（初級、中級、上級）
• 品質意識醸成講座
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品質への取り組み

品質グローバルミーティング
　当社は品質においても「お客様第一」の姿勢を貫くため、世界各地のお客様対応に責任を持つ販売特約店との対話を
重視しています。日本市場では年2回の技術連絡会議、海外市場では年2回の主要特約店（G8）サービス会議ならびに6

つの地域※で開催されるブロック会議に参加するなど、販売特約店の意見を取り入れてお客様にご迷惑をおかけする商
品課題の最適な対応方法を決定しています。
※6つの地域とは、CIS、中欧、北欧、南欧、オセアニア、中南米で、地域内の各国で持ち回り開催をしています。
　会議の参加者は、販売特約店サービス代表ならびに当該地域駐在員です。

品質キャラバン
　従業員一人ひとりが当社の現状を正確に把握し、常に「品質最優先」を意識して業務へ取り組む環境をつくるため、品
質状況やお客様の声を伝える「品質キャラバン」を2018年度から全事業所で開催しています。対象は従業員に加えて、
お取引先様からも多数参加いただいています。
　さらに2020年度は米国生産拠点であるSIAでも開催し、グローバルに品質意識啓発を推進しています。今後もプログ
ラムの充実や実施期間の拡大などの改善を織り込みつつ、継続的に実施していきます。

リコールへの対応
　当社は事故を未然に防止し、お客様を保護することを目的にリコールへの対応をしています。
　商品に安全や法規に抵触する可能性のある不具合が生じた場合には、迅速に会議体を設けて品質関連部門のスタッ
フが討議し、各国の法規に基づき具体的な対応内容を決定します。また、対象となるお客様には販売特約店からダイレク
トメールを送付し、修理（無料）を受けていただくよう案内しています。
　なお、2020年4月現在において、品質や安全に関する情報提供に関して法律や自主規定に違反した事例はありません。

品質グローバルミーティングの様子 品質キャラバンの様子
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リスクマネジメントの考え方
　当社では緊急事態発生時の対応に加え、経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに対し、発生した場合のダメージを
最小化するための戦略的リスクマネジメントの実践を経営の最重要課題の一つとして推進しています。世界情勢の変化
に素早く対応し、経営の持続性を確保し経営基盤の強靱化を図りながら、人的、社会的および経済的損失の最小化にこ
れまで以上に取り組み、リスクに強い体質となることで、企業価値の向上を図っていきます。

① CRMO（最高リスク管理責任者）
　グループ全体の内部統制とリスクマネジメントの実効性をより高めていくためにCRMO（最高リスク管理責任者）が、
社長を補佐し当社グループのリスクマネジメントおよびコンプライアンス活動を統括しています。

② リスクマネジメント・コンプライアンス室
　CRMO管轄下にあるリスクマネジメント・コンプライアンス室が共通部門をはじめとした各部門・カンパニーと密接に
連携することでグループ全体を取り巻くリスク顕在化の把握と拡大防止を図っています。

③ 取締役会
　リスクマネジメントに関する体制整備や内部監査部門（監査部）の独立性の確保、また子会社に対する内部統制に係る
基本的な考え方の明確化などの議論の機会を充実させることにより、リスク把握・管理体制の強化および定着化を図っ
ています。

④ リスクマネジメント・コンプライアンス委員会
　平時のリスクマネジメントの取り組みの総括の場として、従前のコンプライアンス委員会を2020年度より「リスクマネ
ジメント・コンプライアンス委員会」に発展させ、リスクマネジメントおよびコンプライアンスに関する事項の審議・報告な
どを行っています。

リスクマネジメント体制

リスクマネジメント

③ 取締役会

④ リスクマネジメント・コンプライアンス
委員会

CRMO
  • 全社方針の策定
  • リスクマネジメント状況の総括
  • 全社課題への対応

リスク管理責任者
  • 行動方針の策定
  • 実施状況の整理と報告

事務局：
リスクマネジメント・コンプライアンス室
  • 委員会の運営
  • 各部門の活動支援

社　長
緊急時平  時

社長、CRMO、リスクマネジメント・
コンプライアンス室、

関係部門のリスク管理責任者、役員

緊急事態特別対策本部
最重大リスク事案への即応対応

CRMO、リスクマネジメント・
コンプライアンス室、関係役員

緊急対策本部
重大リスク事案への対応

リスク管理責任者

部門対策本部
リスクへの部門による自律的な対応

情報共有と報告

事案内容から
対策本部の
体制を判断

① CRMO（最高リスク管理責任者）

② リスクマネジメント・
コンプライアンス室

販売店・関係会社・お取引先様

各職場

平時 緊急時

各部門のリスク管理責任者

本部長、カンパニープレジデント、
共通部門の担当役員など

連携
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事業活動にともなうリスク
　当社グループの事業活動は様々な環境の変化や不確実性にさらされています。当社グループでは事業継続や経営成
績および財務状態に大きな影響を及ぼす不確実性をリスクと捉え、特性に応じて大きく3つに分類し、リスク発生時の影
響を最小限とするために、日々のリスクのモニタリングや顕在化した際の低減策などのマネジメントを行っています。
　中期経営ビジョン「STEP」や事業活動を推進する上で、経営成績および財務状況、キャッシュ・フロー等に数百億円以
上の大きな影響を与え、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主なリスクは以下のとおりで
す。なお、これらはすべてのリスクを列挙したものではありません。

リスクの大分類

経済・金融環境の変動に関連するリスク 経済・金融マーケットなど、外部環境の動向により影響を受ける不確実性

業界および事業活動に関連するリスク 当社グループが選択している戦略の推進、それを取り巻く環境の変化や日々の 
事業活動に直接影響を及ぼす内部環境・外部環境を取り巻く不確実性

その他事業活動に影響を与える各国規制やイベント性のリスク 各国の政治・規制、気候変動、災害・戦争・テロなどのイベント性のリスク

事業活動に影響を与える15のリスク

主要市場の経済動向

為替の変動

金融市場の変動

原材料価格の変動

経済・金融環境の変動に関連するリスク

特定の事業および市場への集中

市場における需要・競争環境の変化

商品ならびに販売・サービスに関する責任

サプライチェーンの分断

知的財産の侵害

情報ネットワークセキュリティ

コンプライアンス

人材の確保と育成

業界および事業活動に関連するリスク

事業活動に影響を与える各国の政治・規制・法的手続き

災害・戦争・テロ・感染症などの影響気候変動

その他事業活動に影響を与える各国規制やイベント性のリスク

経営成績および財務状態への影響

※事業等のリスクについて詳しくは、有価証券報告書P.13～17をご覧ください

クライシスリスク
　当社ではリスクのなかでも、とりわけ経営に重大な影響を及ぼし、かつ通常の意思決定ルートでは対処困難なほど「緊
急性」を求められるものを「クライシスリスク」として自然災害、事故、内部人的要因、外部人的要因、社会的要因（国内・
海外）、コンプライアンスリスクに分類し、対応マニュアルを作成しています。

リスクマネジメント
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新型コロナウイルスへの対応について
　2020年2月上旬に社長をトップとした「新型肺炎対策本部」を立ち上げ、実務面ではCRMO（最高リスク管理責任者）
による全体統括のもと国内外グループ各社などから情報収集を行い、状況の変化に応じて、お客様やお取引先様、従業
員の健康と安全を最優先に感染拡大の防止と事業活動の継続を図るべく施策を講じています。

従業員

本感染症発生の初期段階より従業員とその家族
の安全確保を最優先としつつ、事業活動を継続さ
せるために柔軟な対応を推進
•  中国全域やその他海外各国、国内への出張を
中止

• 社内外イベントの開催や参加の自粛
• フレックスタイムを活用した時差出勤の推奨
• オフィスにおける昼食の時差対応などを実施
•  IT対応の強化を段階的に図りながら4月以降に
は東京地区を中心に本格的な在宅勤務体制の
実施（東京地区では引き続き出勤率を最大5割
とした柔軟な働き方を推進）

生産・販売拠点

米国： スバル オブ インディアナ オートモーティ
ブ インク（SIA）2020年3月23日～5月11
日の生産活動を一時停止し、その後は生産
量を調整して操業

日本： 群馬製作所2020年4月9日～5月11日の生
産活動を一時停止、6月19日まで生産量を
調整

事業継続

•  2020年4月以降、運転資金として金融機関から
資金調達を実施

•  影響が長期化した場合に備え、コミットメントラ
イン約2,000億円に加え、社債ならびにコマー
シャル・ペーパー発行枠を設定するなど、サプラ
イチェーンからバリューチェーンまでを含めた
事業継続も考慮し、万が一の資金需要の増加に
機動的に対応できる体制を確保

具体的な対応策

事業所統括

全体統括調整（事務局）
リスクマネジメント・コンプライアンス室

全体統括 CRMO
（最高リスク管理責任者）

各
部
門
責
任
者

社長

カンパニー統括

資金繰り対応

ITシステム対応

グループ企業対応

リーガルサービス

事業所間連携

経営判断支援

安全衛生・要員保護

役員支援

ステークホルダー・コミュニケーション

市場対応

サプライチェーンマネジメント

技術適合性支援

品質評価支援

製造ライン停止判断

新型肺炎対策本部体制図

BCP
　当社ではリスクマネジメント・コンプライアンス室が中心となりBCPに関する関連規程類の整備を進め、緊急時のグ
ループ全体にわたる情報を一元的に掌握するとともに、全社対応を統括管理する体制を整えています。また、平時より各
部門の役割や管理責任領域をより明確にすることで可及的速やかにかつ抜け漏れのないリスク認識とその識別を強化
するとともに、マニュアル類の定期的な整備とそのアップデートおよび訓練を実施しています。さらに各事業所では、重
要業務の選定、緊急連絡体制の整理、テレワーク体制の構築などのBCPの基盤整備を行い、全社共通部門と密接に連携
しながら事業継続や早期復旧を的確かつ迅速に行うための対応を進めています。

1.  生命・身体の安全を最優先とする。
2.  ステークホルダー（利害関係者）の利益の喪失、および会社の価値の喪失を最小限とする。
3.  緊急事態においても、常に誠実、公正、透明を基本とする。

緊急事態対応の基本方針
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環境に対する考え方
　当社グループは環境方針のなかで「大地と空と自然」をS U B A R Uのフィールドと定め、自然との共生を目指す取り
組みへの注力を掲げています。また、中期経営ビジョン「STEP」では「環境への取り組み」として商品全体での環境貢献
に取り組むこととし、CSR重点6領域の一つに「環境」を定め、事業活動を継続するうえでの重要な課題の一つとして環
境活動を捉えています。
　当社はグループ全体で環境活動に取り組むため、全社統合環境マネジメントシステムと環境委員会の2つを軸に、事業
所、国内外の連結生産会社、国内外のS U B A R U販売特約店といったグループ内の組織を横断した環境マネジメント
体制を構築しています。
　この体制を活用し、中長期の環境目標の策定とその実現に向けた取り組み、環境関連法令の遵守、化学物質の管理、
環境パフォーマンスデータの集約といった環境マネジメント活動をオールS U B A R Uで推進しています。

1998年4月制定　2017年4月改定

S U B A R U環境方針

『大地と空と自然』がS U B A R Uのフィールド
　自動車と航空宇宙事業を柱とするS U B A R Uの事業フィールドは、大地と空と自然です。
　私たちは、この大地と空と自然が広がる地球の環境保護こそが、社会と当社の未来への持続性を可能とする最重要テーマとし
て考え、すべての企業活動において取り組んでいきます。

　S U B A R Uのフィールドは、大地と空と自然です。
　大地と空と自然が広がる地球環境保護を重要な企業活動と捉え、あらゆる事業活動において、気候変動への対応、生物多様性
など地球規模の環境課題に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献します。

1. 先進の技術で環境に貢献できる商品を開発、社会に提供
  私たちは、環境と安全を第一に先進技術の創造に努め、地球環境保護に貢献できる商品を開発し、提供していきます。

2. 自然との共生を目指した取り組みに注力
  私たちは、CO2削減活動をすべての企業活動で取り組むとともに、森林保全に注力しアクティブに自然との交流を進め
る活動を支援していきます。

3. オールSUBARUでチャレンジ
  私たちは、バリューチェーン全体を俯瞰できる組織的特性を活かし、オールS U B A R Uチームで地球環境保護にチャレ
ンジしていきます。

商 品

私たちは環境に配慮し、かつライフサ
イクルを考慮した商品の設計と研究開
発に取り組みます。

調 達

私たちは生物多様性など環境保護に
配慮した調達を実施します。

生 産

私たちはエネルギーの有効活用、廃棄
物の発生抑制・適正処理など環境負荷
の低減に努めます。

物 流

私たちはエネルギーの有効活用、汚染
予防など環境負荷の低減に努めます。

販 売

私たちは資源のリサイクルおよび適
正処理に取り組みます。

管 理

私たちは社会のニーズに応じた貢献や
情報公開、S U B A R Uチームとしての
活動の統制と強化に取り組みます。

S U B A R Uの環境理念

環境行動指針

環境への取り組み
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環境アクションプラン
　様々な環境課題のなかでも、気候変動は喫緊の課題であり、特に社会・経済に与える影響が大きく、かつ長期的な視野
での取り組みが求められています。当社は気候変動への対応を最も重要な取り組みと位置づけ、まずは当社グループが
直接排出するCO2（スコープ1および2）を2030年度までに30%削減（2016年度比総量ベース）することを目指します。
　成長を続ける当社にとって、CO2を総量ベースで30%削減することは決して容易ではありません。しかし、パリ協定が
目指す「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃未満に抑える」ためには、社会が共有する水準を目指すこ
とが重要であると考え、2030年
度までのロードマップを策定し、
それに基づく取り組み案の検討
を進めています。現在は右記ロー
ドマップ「フェーズⅠ」に基づき、
2020年度までに当社グループが
直接排出するCO2の年間排出量
の約3%に相当する2万t-CO2の
削減を目指し、CO2削減を前倒し
で進めていきます。

環境マネジメント体制
　当社では全社統合EMS（環境マネジメントシステム） と環境委員会の2つを軸に、組織横断的な環境管理体制を構築
し、全体の進捗および取り組みの方向性を総合的にマネジメントしています。 サステナビリティ推進部を担当する取締
役が全社統合EMSの代表と環境委員会の委員長を兼務し、原則として年1回以上定期的にレビューを実施し、環境委員
会で行われた議論などの内容はCSR委員会へ報告されます。また、重要な問題は経営会議および取締役会へ附議・報告
をしています。

環境アクションプラン2030（スコープ1および2）

直接排出 
（スコープ1、2） 
CO2 30%削減

2018
2020

2030目標
Targrt

2025

（年度）

フェーズⅡ：実行期
生産活動増加に伴うCO 2増加を予測
し、徹底した省エネに加え、再生可能エ
ネルギー・CO2ゼロ電源等を積極導入

フェーズⅠ：準備期
・  次期計画「環境アクションプラン」の策定
・  現行計画（第6次ボランタリープラン）は継続
しつつ、意欲的なCO2削減を前倒しで実施

フェーズⅢ：達成期
技術革新、市場、規制などの外部要
因も考慮しつつ、全社的視点から、
あらゆる手段を検討し実行

環境管理組織体制

取締役会

経営会議
（主宰：議長 代表取締役社長）

CSR委員会
（委員長：代表取締役社長）

環境委員会
（委員長：サステナビリティ推進部担当取締役）

ゼロエミッション部会

物流部会

地球温暖化防止部会

販売・サービス部会 国内SUBARU販売特約店全44社

公害防止部会

国内関連企業環境小委員会

群
馬
製
作
所

東
京
営
業
所

宇
都
宮
製
作
所

本
　
社

国内連結生産・物流関連6社
富士機械株式会社※☆
桐生工業株式会社※☆
輸送機工業株式会社※☆
株式会社スバルロジスティクス※☆
株式会社エフ・エー・エス※
株式会社イチタン

海外連結会社4社
・ Subaru of Indiana, Automotive, Inc.（SIA）
・ Subaru of America, Inc.（SOA）
・ Subaru Canada, Inc.（SCI）
・ Subaru Research & Development, Inc.（SRD）

一
体
運
用

運
用
支
援

連
携

☆国内関連企業部会構成会社 
※グループ認証

生産環境小委員会 S U B A R U全社統合EMS

販売・サービス／物流環境小委員会
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環境への取り組み

気候変動
　当社は気候変動を最も重要な課題の一つと認識し、21世紀後半の早い段階で脱炭素社会を目指す「パリ協定」の趣旨
を支持し、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

認識した主なリスクと機会
　当社は持続可能な事業活動を行うため、気候変動に関連するリスクと機会の認識を図っています。気候変動に対する
取り組みが適切に進まない場合、あるいは現時点での将来予測が極めて困難な移行リスク・物理的リスクの影響および
発現度によっては、研究開発費用などの費用増加、顧客満足やブランドイメージの低下による販売機会の逸失、異常気
象による調達・生産・物流活動の停滞などにより、当社グループの経営成績や財政状態に重要な影響を及ぼす可能性が、
現時点で認識しているリスクとして挙げられます。また、気候変動に対する適切な取り組みにより、新たな市場の開拓や
雇用の創出、資本やエネルギーのコストの低減が期待されます。

認識した主なリスク

■事業運営全般
①  低炭素化・脱炭素化への取り組みが不十分な場合、S U B A R Uブランドの価値が毀損し、人材採用や販売に悪影響を及ぼす可
能性があります。また、中期・長期的な視野の投資家などからの資金調達が困難となり、資本コストが上昇する可能性があります。

②  現在のパリ協定の各国目標は2℃未満の目標達成には不十分と言われており、各国がより厳格な目標へ見直した場合には、当社
のビジネスに重大な影響を与える可能性があります。

③ 気候変動の顕在化に伴う各地での集中豪雨の多発による原材料供給の停滞や工場浸水による操業リスクが考えられます。

■商品
①  日本、米国、欧州、中国の燃費規制に合致しない場合、法令違反に基づく罰金・過料やクレジット購入など、負のインセンティブが
生じ、当社は追加の費用や損失を被る可能性があります。また、一定の燃費水準を満たさない場合には、商品の販売機会が制
限される可能性があります。

②  現時点では電動化に関する技術進歩・価格適正化の予測が難しく、将来、市場との乖離が生じることが予想されます。この市場
ニーズとの乖離は過大な開発投資、顧客満足度の低下による不測の損失や販売機会の減退を招き、電動化の進行を遅らせる
可能性があります。

③  電動化は、調達・使用・廃棄にいたるすべての過程で、収益性を確保しつつ進めることが重要であり、当社商品の上流・下流を巻
き込んだ取り組みが進まない場合には、商品のライフサイクル全体でその目的を達成できない可能性があります。

④  中長期的な視野では電動化は着実に進むものと考えており、ある段階で一気に市場への浸透が進む可能性があります。その
時点で、適切な技術と商品を備えていない場合には、商品の販売機会に重要な影響を与える可能性があります。

⑤ 天然資源を使用しているタイヤ、電動化技術に使用する金属資源の調達が困難になる可能性があります。

■生産段階
①  化石燃料由来のエネルギーを使用し続けた場合、石油などの地政学的な要因によるものの他、政府の炭素税や排出枠規制な
どの対象となり、コストが上昇する可能性があります。

② 再生可能エネルギー利用が進まなかった場合、スコープ1、2排出量の削減対策が滞る可能性があります。
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宇都宮製作所（南・南第2）群馬製作所 大泉工場

SUBARU ACCESSORY 
CENTERなどへの設置

本社および総合研修センター 群馬製作所 本工場東京事業所

太陽光発電設備の導入 水力発電由来の電力の導入

再エネ電気の 
購入

証書の活用

再エネ設備の 
導入

認識した主な機会

①  商品の環境対応が適切に進み、かつ、世界規模で気候変動の適応・緩和も進んだ場合、当社の主力市場を維持し、一定規模
で発生を避けられない世界各地の異常気象に対しても、当社の強みである安全・安心な商品が、新たな市場の開拓や雇用の
創出などに波及する可能性があります。

②  気候変動の緩和に貢献することで、当社のブランド価値が上昇し、人材採用や販売に好影響を与える可能性があります。ま
た、投資家からの資金調達が容易となり、資本コストの低減につながる可能性があります。

③  生産段階で消費するエネルギーに関し、費用対効果にも配慮しつつ再生可能エネルギーへ移行することは、化石燃料由来
のエネルギーに内在する価格変動リスクから解放され、将来のコスト上昇を未然に防げる可能性があります。

※ リスク・機会に関しては、過去の事実や現在入手可能な情報に基づいたものであり、将来の経済の動向、当社を取り巻く事業環境などの要因により、大きく異なる可能性があります。
また、気候変動に適応した当社の商品が貢献できる機会をあらわしたものであり、気候変動の悪化などを期待するものではありません。

中長期目標（長期ビジョンとマイルストーン）
　当社は脱炭素社会に貢献するため、商品および生産活動（スコープ1および2）に関する長期目標（長期ビジョン）を
2050年とし、それを補完する中期目標（マイルストーン）を2030年頃に設定しています。

工場・オフィスなどの2万t-CO2削減チャレンジ
　当社グループは2030年度に工場・オフィスなどから排出するCO2の30%削減（2016年度比、総量ベース）を目指す「環
境アクションプラン2030」の一環として、2020年度までに2万t-CO2削減を、オールS U B A R Uでチャレンジしています。
　2019年度は1.8万t-CO2の削減に成功し、2020年度はチャレンジ目標を上回る2.3万t-CO2の削減を計画しています。

2万t-CO2削減に向けた当社の主な取り組み

カテゴリー 時期 目標

商品
（スコープ3）

2050年 Well-to-Wheelで新車平均（走行時）のCO2排出量を、2010年比で90％以上削減

2030年代前半 生産・販売するすべてのS U B A R U車に電動技術を搭載

2030年まで 全世界販売台数の40%以上を、電気自動車（EV）＋ハイブリッド車にする

工場・オフィス
（スコープ1、2）

2050年度 カーボン・ニュートラルを目指す

2030年度 2016年度比30％削減（総量ベース）
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コンプライアンスに対する考え方
　当社ではコーポレートガバナンスガイドラインにおいて、コンプライアンスの実践を経営の最重要課題の一つと位置
づけています。そして、全社的なコンプライアンスの徹底が経営の基盤を成すことを強く認識し、企業活動上求められる
あらゆる法令･社内諸規程などの遵守はもとより、社会一般の倫理、常識および規範に則した公明かつ公正な企業活動
を徹底して遂行することを従業員一人ひとりに浸透させ、行動の実践につなげるべく、コンプライアンス体制・組織の構
築および運営、ならびに各種研修などの活動を行っています。

企業行動規範と行動ガイドライン
　当社はコンプライアンス重視の企業活動を実践するための遵守基準として、「企業行動規範」（P.01）と「行動ガイドラ
イン」を定めています。当社グループの全従業員が共通して所持している「コンプライアンスマニュアル」で詳細に、「コ
ンプライアンスマニュアル・エッセンシャル版」でその要旨を簡潔に解説し、日常行動での徹底を図っています。

企業行動規範
　当社の「企業理念」を踏まえ、お客様・お取引先様・株主様・地域社会などのステークホルダーの皆様に対して、すべての役員および従
業員が遵守すべき基本指針について定めたものです。

行動ガイドライン
　「企業行動規範」で示した基本指針を、すべての役員および従業員が日常の事業活動のなかで実践するための行動の基準を具体的
に定めたものです。

コンプライアンスに係る諸規定
　当社はコンプライアンスに関する体制・組織および運営方法を定めた「コンプライアンス規程」を定めています。2019

年度はコンプライアンスに関する体制・組織および運営方法の一層の理解促進と取り組みの徹底を図る目的で、コンプ
ライアンス規程の体系的見直しを行い、コンプライアンス委員会の審議、承認を経て、コンプライアンスに係る諸規程の
新設および改定を行いました。2020年度より同諸規程に基づき、コンプライアンスに係る取り組みの一層の充実を図っ
ています。

コンプライアンス体制
　当社はコンプライアンスを推進する全社的な委員会組織として「コンプライアンス委員会」を設置し、重要事項に関す
る審議・協議・決定、情報交換などを行っています。 また、各部門はそれぞれコンプライアンス推進のための実践計画（コ
ンプライアンス・プログラム）を毎年度策定し、継続的・計画的な自主活動を進めています。
　2019年度は同委員会において同年4月に
新設されたCRMO（最高リスク管理責任
者）である取締役専務執行役員が委員長を
務め、同年4月に同じく新設されたリスクマ
ネジメント・コンプライアンス室が事務局を
務めました。同委員長の指揮のもと、コンプ
ライアンスに関するグローバルかつグルー
プワイドで取り組みを実行しました。また、
2020年度からは同委員会の名称を「リスク
マネジメント・コンプライアンス委員会」に改
称し、コンプライアンスに加えて、リスクマネ
ジメントに係る重要事項についても審議・協
議・決定、情報交換などを行っています。

コンプライアンスへの取り組み

コンプライアンス体制図

取締役会

リスクマネジメント・コンプライアンス委員

〈事務局〉
リスクマネジメント・コンプライアンス室

（リスクマネジメント・コンプライアンス主管部）

監査役

監査部・
内部監査

CEO

〈リスクマネジメント・コンプライアンス委員長〉

審議・決定事項などの報告

極めて重要度、緊急度の高い
コンプライアンス案件報告

重要事項の報告等

不祥事に係る協議・報告遵守状況等報告

内部監査結果報告

内部監査の実施

協議連携

設置

運営事務等

協議連携

〈リスク管理担当者会議〉
リスク管理担当者

各本部・部門・カンパニー

関係会社

リスク管理責任者

リスクマネジメント・コンプライアンス委員長
（CRMO)
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コンプライアンス活動
研修の実施
　コンプライアンスの徹底には、当社グループ全体で歩調を合
わせて取り組むことが必要であると考え、法務部、リスクマネジメ
ント・コンプライアンス室や人事・教育部門の主催で、全グループ
の従業員を対象とするコンプライアンス研修・実務法務研修を実
施しています。また、各部門・関係会社においては、それぞれのコ
ンプライアンス・プログラムに基づいた独自の教育を計画し、業
務上重要な法令の勉強会やコンプライアンス啓発研修を補完し
ています。

コンプライアンス・ホットライン制度
　当社グループで働く従業員や派遣社員は、グループ内のコンプライアンスに関する問題を発見した場合、「コンプライア
ンス・ホットライン」を利用して「ホットライン・デスク」に相談できます。「ホットライン・デスク」は、関連規程に基づいて任命
されたリスクマネジメント・コンプライアンス室所属の従業員が、郵送・電話・Eメールによる通報を直接受けつけ、事実調査
や対応にあたります。また外部専門事業者による社外窓口も設け、受付時間の拡大と通報者の秘匿性を強化しています。
相談に対しては、リスクマネジメント・コンプライアンス室長を中心に事実関係を調査のうえ、迅速な解決に努めています。
また、適宜経営層やリスクマネジメント・コンプライアンス委員会に報告し、再発防止に向けた取り組みも行っています。
　同制度の周知を図る取り組みにより、同制度を積極的に利用するマインド醸成やコンプライアンス意識の向上が図られ
たことで、相談件数が増加し、適切な対応・解決に加えて、組織風土の改善につながる件数も増加するといった制度運営の
改善がみられました。

コンプライアンス・ホットライン（相談・解決の流れ）

2019年度 コンプライアンス・ホットラインへの相談内容の内訳

コンプライアンス研修の様子

相談内容の内訳 件数

職場環境 14件

労務・労働関係 68件

人間関係、ハラスメントの疑い 84件

その他コンプライアンス関連
（業務違反・不正の疑いなど） 50件

合計 216件
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　2019年度はこれまで特定の職位の従業員を対象に実施していたコンプライアンス研修を、正規・非正規の枠にとらわれ
ない全従業員を対象とし、より一層コンプライアンスの裾野を広げる取り組みを実施しました。また、同研修にはリスクマネ
ジメント・コンプライアンス室員が講師を務める研修パートに加え、様々な部門の役員が自身の経験などをもとに講義を行
う研修パートも設け、従業員のコンプライアンスに関する一層の理解促進や役員とのコミュニケーションの活性化を図りま
した。これにより2019年度は、法務部およびリスクマネジメント・コンプライアンス室が主催・関与した研修に、約7,700人が
参加しました。

コンプライアンス実践支援ツールの作成・提供
　コンプライアンスの日々の実践を推進するため、関係会社に特化した
ものなど、コンプライアンスマニュアル以外にも様々な実践支援ツール
を作成・提供しています。
　コンプライアンス・ホットライン制度の周知については、制度の仕組み
や相談窓口の連絡先を記載したカードを配布する他、各職場にポスター
を掲示しています。2018年度に啓発カード・ポスターを、些細なことでも
おかしいと感じたら積極的に同制度を活用してほしいというメッセージを
織り込んだデザインに刷新しました。加えて、緊急度の高い情報につい
てはタイムリーに配信し、グループ全体の注意喚起に取り組んでいます。

税務方針の制定
　当社グループは適正な納税を行うにあたって遵守すべき税に対する姿勢や考え方を定めた基本方針として、2020年6月
に「税務方針」を制定しました。

コンプライアンスへの取り組み

コンプライアンス・ホットラインカード

税務方針
　当社グループは社会の恩恵を受けることで事業活動が成り立っていることから、その利益を社会に還元することの意義
を強く認識し、納税はその重要な要素と考えます。健全な事業活動による持続的な発展を目指しながら、国、地域ごとの税
務関連法令、国際機関などが公表している基準に従い、税務コンプライアンスの維持向上に努め、適正な納税を行い企業の
社会的責任を果たします。

1. 税法および税に関連する諸法令の遵守
 当社グループは、各国の税法および税に関連する諸法令、租税条約などを遵守し申告・納税手続きを行います。
2. 税務コーポレートガバナンス
  当社グループは、税務リスクを適切に認識し、管理報告するための体制を整備します。事業の変化や複雑な税務に対応
するために、税務の専門知識を有する社員を配置するなど体制の充実を図ります。さらには外部専門家も活用しながら
グループ内企業も含め啓蒙、指導、相談を行い、適正な納税を行います。

3. 適正価格による企業間取引（移転価格）
  当社グループは、そのグループ内企業間取引においても、経済合理性のある取引関係に基づく適正な価格により取引を
行い、恣意的な操作による不適切な取引価格を設定することは行いません。

4. タックスヘイブンへの取り組み
 当社グループは、租税回避目的のために事業上必然性の無い企業の設立はせず、その事業実態に即した納税を行います。
5. 税務当局との関係
  当社グループは、法令や税務当局の求めに応じて、事実に基づいた情報を適時適切に開示するなど誠実に対応し、信頼
関係の維持に努めます。
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人財育成

人財育成に対する考え方
　中期経営ビジョン「STEP」のありたい姿で掲げた「モノをつくる会社から笑顔をつくる会社へ」成長すること、お客様
をはじめとするステークホルダーから信頼される会社になること、これを実現する要となるのは当社グループの全従業
員にほかなりません。当社グループは中期経営ビジョン「STEP」実現のために、従業員が誇りを持って働き、成長できる
環境の提供、一人ひとりが元気で闊達な、風通しの良い組織風土の改革に取り組んでいきます。そして従業員一人ひとり
が最大限の力を発揮し、S U B A R Uブランドの魅力を高めることで、グループの持続的な企業価値向上につなげていき
ます。

研修と教育
　当社は中期経営ビジョン「STEP」を実現するために、人財育成を極めて重要なテーマと位置づけています。従業員の
成長意欲を支援するため、職能資格制度、人事考課制度、目標管理制度、人事ローテーション、教育体系で構成される
「人事制度」を人財育成のツールとして活用しています。
　また、国内・海外の関係会社では、それぞれの事業内容や地域性を踏まえた取り組みを推進しています。

定期的なレビューとキャリア開発
　人事制度の運用を通じて、仕事の成果と能力の発揮度合いを客観的に評価しています。また、目標管理制度のもと、年
4回（目標設定・中間確認・成果確認・評価共有）面談することで、成長に向けて必要な課題を上司と部下が共有していま
す。なお、男女を問わず適正な処遇を実施し、性別による基本給与の差はありません。

スキル向上プログラム
当社では全従業員が資格階層ごとに求められる役割を果たすことができるように、幅広い教育体系を整備しています。

 階層別教育
全従業員を対象に、昇格時に資格に応じた「新任研修」を実施しています。資格に応じた能力を確実に発揮できるよう、一般
層では「課題解決」、中堅・管理職層では「人財育成」や「リーダーシップ」などを中心に、実践・振り返りを通じて成長できるプ
ログラムを設定しており、2019年度は約2,000人が受講・修了しました。

 経営人財育成
次世代の経営を担う人財を継続的に創出することを目的に、管理職・中堅層の従業員それぞれを対象とした選抜型研修を
実施しています。

 職能別教育
ビジネススキルの習得・向上を目指した募集型の社内研修「プロフェッショナル・プログラム」に加え、主に中堅層の従業員を
対象にビジネススクールへの通学を支援しています。

 グローバル人財育成
語学力向上を中心としたプログラムを展開し、従業員個々の課題や業務ニーズなどに応じた幅広い能力開発の促進を図っ
ています。

人財への取り組み
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ダイバーシティ

ダイバーシティに対する考え方
　当社グループでは独自の価値創造を実現し続けるため、様々な個性や価値観を持つ従業員が個々の能力を十分に発
揮できるよう、性別・国籍・文化・ライフスタイルなどの多様性を尊重し、働きやすい職場環境の整備に努めています。 
また、国内・海外の関係会社では、それぞれの事業内容や地域性を踏まえて取り組んでいます。

ダイバーシティ体制
　当社グループではダイバーシティ推進室が、ダイバーシティを統括しています。「女性活躍」「障がい者雇用」「高年齢
者再雇用」「外国籍従業員雇用」を重点テーマに掲げ、なかでも女性活躍推進を最重要課題として認識しています。

ダイバーシティ推進への取り組み
女性活躍
　当社では「仕事と育児の両立支援」と「キャリア形成支援」を2本の柱として、女性活躍を推進しています。
　「2020年に女性管理職数を2014年時点の5倍以上」とする目標については、2019年に前倒しで達成しました
（S U B A R U単独の女性管理職数 2014年：4人、2020年4月時点：22人）。新たな目標として「2025年までに女性管理
職数を2014年時点の12倍以上」と設定し、女性管理職育成に向けた取り組みをさらに強化しています。
　「キャリア形成支援」としては「メンター制度」や「女性チームリーダー層に向けたキャリアアップ研修」など様々な取り
組みを実施してきました。女性のキャリア形成には、所属長との育成計画の共有が不可欠と考えており、毎年多くの部門
で所属長と人事部が話し合う機会を設けています。
　2019年度は開発部門を中心とした全部門で部長級との面談を実施し、「鍛える育成」について認識を共有しました。
2020年度は女性の早期キャリア意識醸成を目的に、20代女性を対象とした「キャリアビジョン研修」を新たに導入し、自
分らしいキャリアを描き、活躍できる職場環境の構築をさらに強化していきたいと考えています。また、育児と仕事を両
立しながらキャリアアップすることへの不安払拭やキャリア意識の醸成を目的に、育児休職者に対して復職後に面談を実
施し、「早期本格復職」を支援しています。
　今後は仕事の幅を広げ、成長につなげる人事ローテーションも一層強化していきます。

女性活躍推進の状況（S U B A R U単独）

2019年度

全従業員のうち女性の割合 7.1%

管理職に占める女性の割合 1.9%

内訳 部長相当数 1.3%

課長相当数 2.0%

人財への取り組み
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障がい者雇用
　当社は障がいのある従業員が働くことを通じて輝くことができる環境を目指し、障がいのある従業員とその家族から
寄せられる意見を活かし、働きやすい職場づくりに取り組んでいます。
　2019年度には、国内関係会社の障がい者採用担当者を対象に勉強会を実施し、改めてグループ全体での法定雇用率
達成に向けて認識共有を図りました。2020年4月現在、当社では製造業務を中心に291人の障がいのある従業員が活躍
しており、障がい者雇用率は2.3％です。

特例子会社　スバルブルーム株式会社

　特例子会社であるスバルブルーム（株）は障がい者を積極的に採用しており、
2020年4月時点で69人の従業員と18人の指導員が当社の社員寮、および工場
での清掃業務を行っています。また、障がい者雇用促進に積極的な協力企業とし
て、群馬県の障害者就労支援部署が主催する「障害者就労サポーター企業」に登
録しています。
　2019年度は地域からの視察・見学などを積極的に受け入れるとともに、近隣特
別支援学校2校の企業採用担当者向け学校見学会において、スバルブルーム
（株）の取り組みを紹介しました。
　今後も障がい者雇用に関わるネットワークを広げながら、経営の安定と業務品
質の向上に努めます。そして従業員一人ひとりが個性という名を咲かせる（ブ
ルーム）会社を目指して、定着、雇用、地域貢献に取り組んでいきます。

群馬県「障害者就労サポーター
企業登録証」

高年齢者再雇用
　当社は60歳定年後の就労問題の解決および人財の活用を図るため、定年後再雇用制度である「シニアパートナー制
度、シニアスタッフ制度」を導入しています。また、定年退職者が持つ経験や能力を、後進の指導育成や技能伝承に積極
的に活用していくために、当制度を見直しています。これにより、再雇用希望者全員が原則、当社およびグループ企業で
就労できる制度となりました。（2019年度 60歳以上勤務経験者数：461人）

外国籍従業員雇用
　当社は新卒・キャリアいずれも国籍を問わず、外国籍の正規従業員および期間従業員を雇用しています。外国籍従業
員の仕事への理解を促進するために、安全や品質方針、作業手順マニュアルなどを多言語化しています。また、特に外国
籍従業員の多い群馬製作所では、各工場に英語・ポルトガル語・タガログ語・スペイン語・中国語などの通訳を常駐させ、外
国籍従業員とのコミュニケーションに役立てています。さらに、日本人の従業員を対象にした語学研修や海外派遣研修
も実施し、外国人とのコミュニケーション力や異文化への理解力を高めることで、社内活性化や人財の安定確保にもつ
ながっています。
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Subaru of America, Inc. (SOA)は、多様な経験や視点、価値観を持つ従
業員が互いに学び、成長することで、次代のビジネスの創出につながり、ひ
いては会社をより強くすると考えています。多様性のダイバーシティ、公平
性のエクイティ、包括性のインクルージョンの原則は当社の企業組織にも
織り込まれており、従業員の活動から生まれた5つの従業員グループが
2018年から活動しています。

　女性従業員を支援する姿勢は全従
業員の職場環境の改善につながると
いう発想のもとに設立された組織で
す。性差にかかわらず全従業員にキャ
リアアップの機会を創出するととも
に、女性従業員のネットワークづくり
の場ともなっています。

　アフリカ系およびラテン系の従
業員を支援する従業員グループ
で、従業員の声を実現できるような
場所を目指しています。企業文化
の多様性にもつながるように、文化
的なイベントや地域に根ざした活
動などを支援し、幅広いコミュニ
ティづくりに貢献しています。

　退役軍人やその家族、支援者たちのための組織です。軍役か
ら一般的な生活に復帰するのは容易なことではありません。そ
のために役立つ情報の共有をするために、ネットワークやコミュ
ニケーションづくりの場を提供しています。

　多様な従業員が集い、お互いに励まし合い楽しみなが
ら、身心の健康などを見直すための組織です。そのために
役立つ多様な情報の提供をはじめ、従業員が自らを高め
られるようにサポートしています。

　SOAで初めて設立された従業員
グループで、LGBTQ＋メンバーと
ストレートメンバーの同盟的な組織
です。HIV/AIDSなどの疾患を抱え
る人たちへの教育、検査、カウンセ
リングなどへのサポートの他、食事
の提供支援などの活動にも取り組
んでいます。

Women’s Network BLENDS

Out ＋ Ally

SARGE EVOLVE

SOAにおける 
従業員の 
ダイバーシティ

人財への取り組み
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ワークライフバランス

ワークライフバランスに対する考え方
　当社グループは「お客様の笑顔をつくる」ためには、従業員が安心して活き活きと働くことができるよう、一人ひとりが
その能力を存分に発揮できる環境整備が重要と考えます。多様な従業員の仕事と生活の調和（ワークライフバランス）
を実現するため、働き方の多様化を進めるとともに、制度の拡充に取り組んでいます。また、国内・海外の関係会社では、
それぞれの事業内容や地域性を踏まえた取り組みを進めています。

ワークライフバランスへの取り組み
働き方改革
　当社の働き方改革関連法※への対応状況

項目 　内容

労働時間の正確な把握 2018年7月より労働時間の正確な把握を行うことができるよう、電磁的記録（パソコンの
ログ、入出門時の打刻）を一元化した全社共通の勤怠システムを導入

年5日間の年次有給休暇の取得促進 2019年度より全従業員に対して取り組みを開始
10日以上の新規付与者は付与後7カ月の間に5日以上の取得達成を目指すとともに、全従
業員が確実に5日取得を達成できるよう運用ルールを策定

残業時間の上限規制 法律の上限より厳しい基準を設定し運用（年間590時間以下、1カ月79時間以下）

月60時間超の残業割増賃金率引き上げ 2010年度より対応

同一労働同一賃金 2020年度より非正規従業員に対する手当などの見直しを実施

※2018年6月に成立した働き方改革の推進を目的とした、労働関係法を改正するための法律。

正しい時間管理
　当社では2018年度に1分単位の勤怠システムを導入した際、パソコンのログなど電磁的記録を用いた在社時間管理
の再確認を行った結果、一部に不適切な実態がありました。そこで全従業員を対象に調査を実施し、未払い時間が確認
された対象者に対し、支払いを遡って実施しました。

長時間労働削減
　当社は「定時間日」に加え、2015年度から全事業所で、管理職を含めて全従業員が定時退社をする「ウルトラ定時間
日」を設定しました。また、群馬製作所の開発部門と間接部門および東京事業所の開発部門を中心に、22時に執務フロ
アを施錠して退社を徹底しています。残業時間の上限を明確にすることで、従業員の労働時間に対する意識が向上して
います。

フレックスタイム勤務
　当社は1998年度よりフレックスタイム勤務を導入しています。2016年度からはコアタイムを4時間から2時間に短縮
し、より業務の特性や繁閑に合わせた働き方ができるようにしました。業務負荷が低い時期には早く帰るなど、業務時間
をコントロールできるようになり、労働時間短縮やプライベートの充実にも寄与しています。
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非財務情報

S U B A R U連結従業員数 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

従業員数（人） 31,151 32,599 33,544 34,200 35,034

要介護状態にある家族の介護をするために取得できる休業制度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

介護休業（人） 9 4 5 9 30

S U B A R U単独従業員数 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

従業員数（人）※1 14,787 15,217 15,530 15,885 16,318

　　　男性※2 13,858 14,229 14,477 14,774 14,823

　　　女性※2 929 988 1,053 1,111 1,139

　　　嘱託※3 356

平均年齢（歳） 38.5 38.5 38.6 38.5 37.4

平均継続年数（年） 16.0 15.8 15.9 15.8 15.8

管理職人数（人） 男性 1,032 1,028 1,020 1,030 1,051

女性 7 11 13 14 20

新卒採用数（人） 男性 483 479 494 473 498

女性 36 69 80 74 68

中途採用数（人） 男性 267 397 221 317 161

女性 23 23 15 15 24

離職者総数（人） 189 258 249 339 329

子の育児ために取得できる休暇制度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

育児休業取得者数 合計（人） 107 96 98 101 122

　男性 6 8 10 21 42

　女性 101 88 88 80 80

育児休業復職率（%） 男性 100 100 100 100 100

女性 98 100 100 97.5 95

復職1年後の在籍率（%） 男性 100 87.5 83.3 100 85

女性 95 100 97.2 90 95

2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2020年4月

障がいのある従業員数（人）※4 247 261 269 280 291

障がい者雇用率（%）※5 2.13 2.17 2.28 2.30 2.30

従業員数

介護休業取得者数（S U B A R U単独）

育児休業取得者数（S U B A R U単独）

障がい者雇用状況

※4 「障がい者の雇用促進に関する法律」で定められた算定方法に基づき、重度の障がいのある人は1人を2人とみなしています。
※5 特例子会社などの実績を含んでいます。

※1 役員・顧問を除く、出向者を含む
※2 正規
※3 2019年度から開示
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人権に対する考え方
　当社グループは人を第一に考え、「人を中心としたモノづくり」を行っています。「一人ひとりの人権と個性を尊重」する
ことは、「人・社会・環境の調和」を目指して豊かな社会づくりに貢献したいという、当社の企業理念を実現するための重要
な経営課題と捉え、2020年4月に「人権方針」を制定しました。
　この「人権方針」は外部有識者の見解や海外事業所との協議内容を踏まえるなど、ステークホルダーの考えや期待値
を十分考慮して制定しました。今後の環境変化も捉え、グローバルで適切に運用します。

●「人権方針」の詳細

体制
　代表取締役社長を当社グループの人権に関わる責任者とした社内体制を整備し、継続的な取り組みを実施します。
　代表取締役社長が委員長を務めるCSR委員会などの場で、人権上の課題や取り組みについて議論を行っていきます。

人権尊重への取り組み
　「一人ひとりの人権と個性を尊重」することは、当社の企業理念を実現するための重要な経営課題と捉え、2019年3月
にCSR委員会で人権タスクチームを作ることを決定し、4月に人事部、IR部、サステナビリティ推進部、調達企画部からな
るタスクチームを結成しました。外部有識者や専門家とのディスカッションなどを重ねた結果、2020年4月に「人権方針」
を制定しました。「人のために」という普遍的な当社グループの目的意識を、お客様や従業員だけでなくバリューチェーン
全体に広げて適応することを明文化しました。これからも当社グループとして人権を尊重した経営を行っていきます。

人権啓発活動
　当社グループの「人権方針」では、「サプライチェーンを含め、事業に関連するビジネスパートナーやその他の関係者
にも、この方針に基づく人権尊重を期待し、働きかけを行います。」と、明示しています。これまでも「ダイバーシティ」とい
うテーマで、当社の新入社員研修および管理者研修を実施してきましたが、今後はさらに従業員の人権尊重意識の向上
に向けて、啓発活動の検討・実行に努めていきます。

ハラスメント防止
　当社グループは差別・ハラスメントを重要課題と捉え、「人権方針」にも明記しています。各種ハラスメントの防止に向
けては、就業規則で禁止するとともに、「行動ガイドライン」でも言及しています。パワーハラスメントに関しては、「パワ
ハラ解説集」を作成し、当社の全従業員に周知しています。
　また、「パワハラ防止ハンドブック」をすべての管理監督者に配布し、防止に取り組んでいます。
　なお、ハラスメントの相談窓口として、社内・社外に「コンプライアンス・ホットライン」（P.66）、「ハラスメント相談窓口」
を常設し、グループ企業も含めた全従業員が相談できる環境を整えています。相談しやすい体制とすることで、気軽な相
談を促し、早期の問題察知と解決を図っています。

人権への取り組み

Link
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https://www.subaru.co.jp/outline/Humanrights_Policies.pdf


委員長：代表取締役社長

委員長：サステナビリティ推進部 担当取締役

社会貢献に対する考え方
　当社グループは社会貢献方針に「社会貢献を企業風土として
根づかせ、真に心のこもった活動を行いたい」という考えを織り
込み、輸送機器メーカーとして果たすべきと考える重点取り組
み４分野として「地域活動」「環境」「交通安全」「スポーツ・文化」
を柱に活動を推進しています。
　2019年度にはCSR重点６領域と同様に社会貢献の取り組み
における2025年のありたい姿を設定しました。これにより、中
期経営ビジョン「STEP」で掲げた「モノをつくる会社から笑顔を
つくる会社へ」に向けてより一層取り組みを推進します。

社会貢献の体制
　当社では自社の技術やノウハウなどを活用した社会貢献活動を積極的に進め、継続させていくために、社会貢献委員
会を設置しています。2019年4月の組織改正にともない、委員長をサステナビリティ推進部担当取締役とし、事務局をサ
ステナビリティ推進部としました。また、部門を横断した企画部会を設置して全社活動の企画立案、活動準備、実施、評
価、見直しを協議検討しています。委員会は年2回開催し、活動の実績や課題をとりまとめ、改善を行い、活性化を図って
います。

社会貢献への取り組み

CSR委員会

社会貢献委員会

社会貢献方針

1.  私たちは、科学技術やのりもの文化の発展、 
交通安全の普及に貢献します。

2.  私たちは、モノづくりの楽しさ、大切さや尊さを知る、 
人づくりに貢献します。

3.  私たちは、私たちが活動する地域の発展に貢献します。
4.  私たちは、一人ひとりもよき市民として、 
社会に貢献することを互いに応援します。

社会貢献重点取り組み4分野

スポーツ・ 
文化

地域活動

交通安全 環境

当社グループの 
事業活動と関係の深い分野

当社グループならではの 
取り組み分野

社会貢献委員会体制図

レビュー報告

事務局：サステナビリティ推進部

群馬委員東京委員 宇都宮委員 企画部会本社委員
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Subaru of America, Inc.（SOA）では、自動車会社
以上の存在であるために、｢The Subaru Love 

Promise｣を展開しています。当社と販売特約店が多
くのコミュニティパートナーとともに世界をより良い
場所にすることを約束するもので、5つのプロミスを
掲げています。

 「共感・共生」を目指し、 
5つのプロミスを掲げて 
全米で取り組みを推進

　当社のお客様には自然を愛する方 

が数多くいます。SOAが進める｢The 

Subaru Love Promise｣では、自然環
境を守る様々な活動を進めています。国
立公園局をサポートする取り組みもその
一つです。2013年から継続して資金を提
供しており、米国の国立公園におけるご
みの削減・リサイクル、来場者への啓発な
ど幅広く活用されています。また、
TerraCycle®社とのパートナーシップの
もと、リサイクルが難しい廃棄物の収集
などに取り組んでいます。

　高齢者や子供、貧困家庭、被災者など、
困難な立場にある人々を支える慈善団体
を通じて、食事やそれを運ぶためのクルマ
を寄付、災害時の避難所や介護の提供、災
害救援車の維持など、幅広い支援を行って
います。また、新型コロナウイルス感染症
の拡大で、失業し食事もままならない人々
に対しても、米国全土で食事の提供を行う
Feeding Americaを通じて、5,000万食
の食事を寄付するなど、全米の販売店と連
携して様々な活動に取り組んでいます。

　難病患者や障がい者をはじ
め多様な人々の健康に貢献す
るために、多くの非営利団体
の活動を支援しています。白
血病・リンパ腫学会への支援
では、血液がんを患う約15万
人の患者に全米の販売店と協
力して毛布などを寄贈してい
ます。

Subaru Loves the Earth

Subaru Loves Learning Subaru Loves Pets

Subaru Loves to HelpSubaru Loves to Care

　教育の機会に恵まれない子供たちが米国にも数多
くいます。このような子供や学生たちの学習支援、教
育機会の拡大などに取り組む組織に対して様々な支
援を行っています。米国科学振興協会とのパートナー
シップのもと、2015年から全米の学校に27万冊以上
の科学書を寄贈しています。

　人ばかりでなく、ペットや野
生動物の「安心・安全」も｢The 

Subaru Love Promise｣にお
ける重要なテーマです。アメリ
カ動物虐待防止協会をはじ
め、保護されたペットのケアや
養子縁組などに取り組む各地
の団体への支援活動を行って
います。また、動物たちの安全
を守るために、ペット安全セン
ターが進める動物に関わる衝
突実験のサポートも行ってい
ます。
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